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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　歯科用インプラント治療において、加工部を先端に有する回転器具を用いて患者の顎骨
にインプラント埋設穴を形成する際に補助的に使用される装置であって、
　前記回転器具を挿通可能な透孔を有するストッパー部材を備え、
　前記ストッパー部材は、ガイド部材に形成された、側面に挿入口を有するガイド溝に挿
入可能であると共に、前記ガイド溝に挿入された状態で前記ガイド溝によってその長軸方
向に案内可能な形状を有しており、
　前記ストッパー部材を前記挿入口を通って前記ガイド部材の側方から前記ガイド溝の内
部に挿入した後、前記ストッパー部材を前記ガイド溝の内部で回動させてその向きを挿入
時とは異ならせることにより、あるいは、前記ストッパー部材を前記挿入口を通って前記
ガイド部材の側方から前記ガイド溝の内部に挿入した後、前記ストッパー部材を前記ガイ
ド部材に対して前記インプラント埋設穴が形成される側に向かって相対移動させることに
より、前記ストッパー部材は前記ガイド溝に位置合わせされて前記ガイド溝の長軸方向に
案内されながら移動可能となり、
　前記ストッパー部材は、前記透孔に挿通された前記回転器具が装着されたハンドピース
側の対向端部、または前記対向端部と前記ストッパー部材の間に配置されたスペーサに当
接することで、前記インプラント埋設穴が所望の最大深度を越えないようにすることを特
徴とする歯科用インプラント埋設穴形成補助装置。
【請求項２】
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　前記ストッパー部材を前記回転器具に沿って付勢するバネをさらに備えており、
　前記バネは、前記透孔に前記回転器具を挿通した時に、前記ストッパー部材を前記回転
器具の前記加工部に向かって付勢するように構成されている請求項１に記載の歯科用イン
プラント埋設穴形成補助装置。
【請求項３】
　前記ストッパー部材が、外形サイズがそれ以外の箇所より小さい第１部分と、外形サイ
ズが前記第１部分より大きい第２部分とを有しており、
　前記第１部分を前記挿入口を通って前記ガイド部材の側方から前記ガイド溝の内部に挿
入した後、前記ストッパー部材を前記ガイド部材に対して前記インプラント埋設穴が形成
される側に向かって相対移動させると、前記第２部分が前記ガイド溝に嵌合せしめられ、
それによって前記ストッパー部材が前記ガイド溝に位置合わせされる請求項１または２に
記載の歯科用インプラント埋設穴形成補助装置。
【請求項４】
　前記ストッパー部材が、
　前記透孔が形成された本体部と、
　前記ガイド部材の前記ガイド溝に挿入可能であると共に、前記ガイド溝に挿入された状
態で前記ガイド溝によってその長軸方向に案内可能とされた、前記本体部に対して突出形
成された係合部とを有しており、
　前記係合部は、前記本体部の前記透孔に対して偏心した位置にある請求項１～３のいず
れかに記載の歯科用インプラント埋設穴形成補助装置。
【請求項５】
　前記ストッパー部材が、前記ガイド部材に対して所定距離を超えて移動するのを制限す
る移動制限部をさらに有しており、
　前記ガイド部材の所定箇所に前記移動制限部が当接することで、前記ガイド部材に対す
る前記ストッパー部材のそれ以上の移動が防止される請求項１～４のいずれかに記載の歯
科用インプラント埋設穴形成補助装置。
【請求項６】
　歯科用インプラント治療において、加工部を先端に有する回転器具を用いて患者の顎骨
にインプラント埋設穴を形成する際に補助的に使用されるガイド部材であって、
　請求項１～５のいずれかに記載の歯科用インプラント埋設穴形成補助装置の前記ストッ
パー部材が挿入可能な、側面に挿入口を有するガイド溝を有しており、
　前記ストッパー部材を前記挿入口を通って前記ガイド部材の側方から前記ガイド溝の内
部に挿入した後、前記ストッパー部材を前記ガイド溝の内部で回動させてその向きを挿入
時とは異ならせることにより、あるいは、前記ストッパー部材を前記挿入口を通って前記
ガイド部材の側方から前記ガイド溝の内部に挿入した後、前記ストッパー部材を前記ガイ
ド部材に対して前記インプラント埋設穴が形成される側に向かって相対移動させることに
より、前記ストッパー部材は前記ガイド溝に位置合わせされて前記ガイド溝の長軸方向に
案内されながら移動可能となることを特徴とするガイド部材。
【請求項７】
　歯科用インプラント治療において、加工部を先端に有する回転器具を用いて患者の顎骨
にインプラント埋設穴を形成する際に補助的に使用されるシステムであって、
　請求項１～５のいずれかに記載の歯科用インプラント埋設穴形成補助装置と、
　前記歯科用インプラント埋設穴形成補助装置の前記ストッパー部材が挿入可能な、側面
に挿入口を有するガイド溝を持つガイド部材と
を備えていることを特徴とする歯科用インプラント埋設穴形成補助システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、歯科用インプラント埋設穴形成補助装置及びシステムに関し、さらに言えば
、歯科医が患者の顎骨にインプラント埋設穴を形成する際に補助的に使用する装置及びシ
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ステムであって、所望の最大深度を超えてインプラント埋設穴が形成されるという事態を
確実に防止できるものに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、歯の欠損部分にインプラント（人工歯根）を埋設して義歯を製作するという歯科
療法（インプラント療法）が、しばしば実施されるようになっている。この療法では、ハ
ンドピース等の穿孔装置に装着したドリルを用いて、欠損部分に対応する位置で顎骨にイ
ンプラント埋設穴を形成する。その際には、所望の位置及び方向でインプラント埋設穴が
形成されるようにドリルを案内するため、サージカルガイドが使用される。サージカルガ
イドは、ステント、テンプレートなどとも呼ばれる。
【０００３】
　サージカルガイドには、所望の位置及び方向にドリルを案内するためにガイド部材（通
常は金属製である）が埋め込まれている。このため、前記ガイド部材がドリルの軸心と同
心のガイド孔を有するタイプ（以下、同心型サージカルガイドという）と、前記ガイド部
材がドリルの軸心から偏心し且つその軸心に平行なガイド孔を有するもの（以下、偏心型
サージカルガイドという）とがある。
【０００４】
　同心型サージカルガイドは、ドリル案内機能が比較的高く、インプラント埋設穴を高精
度で形成できるという利点があるが、ドリルによる穿孔作業中に穿孔している箇所が歯科
医師に見え難いという難点がある。偏心型サージカルガイドは、これとは反対である。す
なわち、ドリルによる穿孔作業中に穿孔している箇所が歯科医師に見えやすく、穿孔作業
がしやすいという利点があるが、ドリル案内機能が同心型サージカルガイドよりも低いと
いう難点がある。
【０００５】
　同心型サージカルガイドのガイド部材は、内部に円筒形のガイド孔を有するものが一般
的であるが、これはドリルが直接ガイド孔に挿通されるからである。しかし、円筒形のガ
イド孔を形成する側壁の一部を切欠して、ガイド孔の軸心方向に延在するスリットを形成
したものもある。これは、ガイド孔の側方からドリルを挿入できるようにして、ドリル挿
入時に患者が口を大きく開けなくてすむようにするためである。スリット付きのガイド孔
は、ガイド溝と言うことができる。
【０００６】
　他方、偏心型サージカルガイドのガイド部材は、ガイド孔がドリルの軸心から偏心して
おり、ドリルが直接挿通されることがないため、円筒形あるいはそれに近い形である必要
はない。このため、ガイド孔には、所望の位置及び方向にドリルを案内する（導く）ため
に設けられた部材または部品が係合される。その部材または部品が、ドリルの軸心から偏
心した位置でガイド孔またはガイド溝に沿って移動することで、ドリルは所望の位置及び
方向に案内される。
【０００７】
　ところで、インプラント治療の結果は、インプラント埋設穴の形成状況の如何によって
大きく左右される。このため、患者の顎骨に所望のインプラント埋設穴を形成するための
器具（インプラント埋設穴形成器具）の改善が要望されている。事実、その要望に応じて
、数多くの改善がなされて来ている。
【０００８】
　例えば、特許文献１（特許第４８９１３３９号公報）には、フランジを持つ管状の案内
部材を設けることで、サージカルガイドへの回転器具の挿入時に当該器具の位置を正確に
制御できると共に、穿孔深度も制限できるようにした「歯科用ハンドピース」が開示され
ている。この歯科用ハンドピースでは、案内部材の管状部分をサージカルガイドのガイド
部材のガイド孔またはガイド溝に挿入・嵌合することで、ドリル等の回転器具を所望の方
向に案内し、また、前記案内部材のフランジが同ガイド部材の入口側端部に当接すること
で、前記回転器具による穿孔深度を制限する。つまり、穿孔深度が過大になるのを防止す
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る。ここで使用するのは、同心型サージカルガイドである。
【０００９】
　特許文献２（特表２００５－５１８８６８号公報）には、サージカルガイドに設けられ
たガイド部材としての位置決めバレルと、ハンドピースのヘッドに装着されたドリル整合
アームとを備えた「インプラントの位置決め装置」が開示されている。ドリルは、ハンド
ピースのヘッドに装着されるが、その際に、ドリルは、所定距離をおいてドリル整合アー
ムのドリル整合アームピンと平行になる。このインプラントの位置決め装置では、位置決
めバレル（つまりガイド部材）の中央ボア（貫通孔）に、ドリル整合アームピンが挿入・
嵌合することで、ドリルを位置決めバレルの軸心方向に案内し、ドリル整合アームピンが
位置決めバレルの中央ボアに形成された深さ制御面に当接することで、ドリルによる穿孔
深度を制限する。ここで使用するのは、偏心型サージカルガイドである。
【００１０】
　特許文献３（特表２０１０－５１６３５６号公報）には、サージカルガイド（テンプレ
ート）またはサージカルガイド内に固定された第１スリーブと、ドリル等の回転器具にそ
の軸心方向に移動可能として係止された第２スリーブとを備え、第１スリーブと第２スリ
ーブには、所定の保持力を超える力が作用すると解放される第１接続要素及び第２接続要
素がそれぞれ設けられた「インプラント挿入を準備または実行する器具を備える装置」が
開示されている。所定の保持力を超える力が作用するまでは、第１接続要素と第２接続要
素による係合が解放されないので、回転器具に係止された第２スリーブが第１スリーブの
内部をスライドする。しかし、所定の保持力を超える力が作用した後は、第１接続要素と
第２接続要素の係合が解放されるため、回転器具が第２スリーブの内部をスライドする。
【００１１】
　特許文献３の装置で使用する回転器具は、環状カラー等の構成を持つストップ部材をシ
ャンク部に有しており、回転器具による穿孔深度が過大にならないようにしている。この
装置では、回転器具に係止された第２スリーブを第１スリーブの貫通孔に挿入・嵌合する
ことで、回転器具を所望の第１スリーブの軸心方向に案内し、回転器具のストップ部材が
第２スリーブの上端に当接することで、回転器具による穿孔深度を制限する。つまり、穿
孔深度が過大になるのを防止する。ここで使用するのは、同心型サージカルガイドである
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】特許第４８９１３３９号公報
【特許文献２】特表２００５－５１８８６８号公報
【特許文献３】特表２０１０－５１６３５６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　上述した特許文献１の歯科用ハンドピースでは、ハンドピースに設けられた案内部材の
管状部分が、サージカルガイドのガイド部材のガイド孔またはガイド溝に挿入・嵌合する
ことで、回転器具をガイド部材の軸心方向に案内し、案内部材に設けられたフランジが同
ガイド部材の入口側端部に当接することで、回転器具による穿孔深度を制限するので、イ
ンプラント埋設穴を所望の位置及び方向において所望深さで形成することはできるが、ハ
ンドピースの買い換えが必要であり、歯科医師が既に所有しているハンドピースを使用し
てインプラント療法を実施することができない、という難点がある。
【００１４】
　上述した特許文献２のインプラントの位置決め装置では、サージカルガイドに設けられ
た位置決めバレル（ガイド部材）の中央ボア（貫通孔）に、回転器具に装着されたドリル
整合アームピンが挿入・嵌合することで、ドリルを位置決めバレルの軸心方向に案内し、
位置決めバレルの中央ボアに形成された深さ制御面にドリル整合アームピンが当接するこ
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とで、ドリルによる穿孔深度を制限する。このため、上述した特許文献１の歯科用ハンド
ピースとは異なり、ハンドピースの買い換えは必要ないが、サージカルガイドに独特（専
用）の構造を持つ位置決めバレルを装着する必要がある、という難点がある。また、ドリ
ルによる最大穿孔深度を変えるためには、位置決めバレルまたはドリル整合アームピンの
位置、寸法等を変える必要があり、最大穿孔深度の調整が容易ではない、という難点もあ
る。
【００１５】
　上述した特許文献３のインプラント挿入を準備または実行する器具を備える装置では、
回転器具に係止された第２スリーブを第１スリーブの貫通孔に挿入・嵌合することで、回
転器具を所望の第１スリーブの軸心方向に案内し、回転器具のストップ部材が第２スリー
ブの上端に当接することで、回転器具による穿孔深度を制限するので、回転器具の位置と
方向を正確に案内することはできる。しかし、回転器具のシャンク部に設けたストップ部
材が第２スリーブの端部に当接することで、回転器具による穿孔深度を制限するので、回
転器具による最大穿孔深度を変えるためには、ドリル等の回転器具それ自体を変える必要
がある、という難点もある。
【００１６】
　さらに、重要なことは、上述した特許文献１の歯科用ハンドピース、特許文献２のイン
プラントの位置決め装置、及び特許文献３のインプラント挿入を準備または実行する器具
を備える装置では、サージカルガイドのガイド部材のガイド孔やガイド溝へのドリル等の
回転器具の挿入を容易にするといった配慮はなされていないことである。そもそも、イン
プラント治療は患者の口の中という狭い空間内で行うため、動作に制約があるだけでなく
非常に気を遣うものであるだけでなく、「回転器具の挿入位置と挿入方向を的確に案内す
る」というガイド孔やガイド溝の機能上、両者の寸法差は非常に小さく設定されているの
で、ガイド孔やガイド溝への回転器具の挿入作業には習熟が必要である。特に、ガイド孔
やガイド溝への回転器具の挿入という作業を、同心型サージカルガイドを使用してする奥
歯に対して行なう場合には、困難性が高い。このため、この点の早急な改善が望まれてい
る。
【００１７】
　上述したのは、いずれもサージカルガイドを使用する場合の改善であるが、サージカル
ガイドの製作にかかる経費を嫌う等の理由により、サージカルガイドを使用せずにインプ
ラント埋設穴が形成されることがある。この場合にも、所望の最大深度を超えてインプラ
ント埋設穴が形成されるのを確実に防止することが必要なことは同じである。
【００１８】
　本発明は、以上述べたような事情を考慮してなされたものであり、その目的とするとこ
ろは、ドリル等の回転器具を用いたインプラント埋設穴の形成時に、サージカルガイドの
使用の如何にかかわらず、所望の最大深度を超えてインプラント埋設穴が形成されるとい
う事態を確実に防止でき、しかも、歯科医師が既に所有しているハンドピースやドリル等
の回転器具に装着して使用可能で、取り扱いも容易である歯科用インプラント埋設穴形成
補助装置を提供することにある。
【００１９】
　本発明の他の目的は、ドリル等の回転器具を用いたインプラント埋設穴の形成時に、歯
科医師がストッパー部材を前記回転器具の加工部（例えば刃部）に最も近い位置に移動さ
せるという面倒な作業が不要である歯科用インプラント埋設穴形成補助装置を提供するこ
とである。
【００２０】
　本発明のさらに他の目的は、ドリル等の回転器具を用いたインプラント埋設穴の形成時
に、サージカルガイドのガイド部材のガイド溝へのドリル等の回転器具の挿入が容易に行
える歯科用インプラント埋設穴形成補助装置を提供することである。
【００２１】
　本発明のさらに他の目的は、ドリル等の回転器具を用いたインプラント埋設穴の形成時



(6) JP 6205100 B2 2017.9.27

10

20

30

40

50

に、所望の最大深度を超えてインプラント埋設穴が形成されるという事態を確実に防止で
きると共に、取り扱いも容易である歯科用インプラント埋設穴形成補助システムを提供す
ることである。
【００２２】
　ここに明記しない本発明のさらに他の目的は、以下の説明及び添付図面から明らかであ
る。
【課題を解決するための手段】
【００２３】
　（１）　本発明の第１の観点では、歯科用インプラント埋設穴形成補助装置が提供され
る。この歯科用インプラント埋設穴形成補助装置は、
　歯科用インプラント治療において、ドリル等の回転器具を用いて患者の顎骨にインプラ
ント埋設穴を形成する際に補助的に使用される装置であって、
　前記回転器具を挿通可能な透孔を有するストッパー部材を備え、
　前記ストッパー部材は、前記透孔に挿通された前記回転器具が装着されたハンドピース
側の対向端部、または前記対向端部と前記ストッパー部材の間に配置されたスペーサに当
接することで、前記インプラント埋設穴が所望の最大深度を越えないようにすることを特
徴とするものである。
【００２４】
　本発明の第１の観点による歯科用インプラント埋設穴形成補助装置は、上記のような構
成を有するので、前記ストッパー部材の透孔にドリル等の回転器具を挿通してから、当該
回転器具をハンドピースに装着すると、前記ストッパー部材は、前記ハンドピース側の対
向端部と前記回転器具の前記加工部の間に配置される。前記ハンドピースの対向端部と前
記ストッパー部材の間にスペーサが配置された場合は、前記ストッパー部材は、前記スペ
ーサの対向端部と前記回転器具の前記加工部の間に配置される。
【００２５】
　本発明の第１の観点による歯科用インプラント埋設穴形成補助装置を用いて、前記回転
器具により患者の顎骨に前記インプラント埋設穴を形成する際には、前記ストッパー部材
は、一方では、前記顎骨やその表面の粘膜、または、サージカルガイドのガイド部材に当
接せしめられ、他方では、前記回転器具が装着された前記ハンドピース側の対向端部また
は前記スペーサに当接する。この当接により、前記回転器具が前記顎骨にそれ以上押し込
まれることがなくなるから、前記ストッパー部材が前記対向端部または前記スペーサに当
接する位置で、前記インプラント埋設穴が所望の最大深度に達するように設定することで
、所望の最大深度を超えて前記インプラント埋設穴が形成されるという事態を確実に防止
することができる。
【００２６】
　また、前記ストッパー部材の透孔に前記回転器具を挿通してから、当該回転器具を前記
ハンドピースに装着し、必要に応じて、前記ハンドピースの対向端部と前記ストッパー部
材の間に前記スペーサを追加するだけで使用できるので、歯科医師が既に所有しているハ
ンドピースやドリル等の回転器具に装着して使用可能であり、取り扱いも容易である。
【００２７】
　（２）　本発明の第１の観点による歯科用インプラント埋設穴形成補助装置の好ましい
例では、前記ストッパー部材を前記回転器具に沿って付勢するバネをさらに備えており、
前記バネは、前記ストッパー部材の前記透孔に前記回転器具を挿通した時に、前記ストッ
パー部材を前記回転器具の加工部に向かって付勢するように構成される。
【００２８】
　この例では、インプラント埋設穴を形成する際に、歯科医師は、前記ストッパー部材を
手で移動させて前記加工部に最も近い位置に移動させたり、その位置で静止（保持）させ
たりする必要がないから、歯科医師は、前記回転器具が装着されたハンドピースを患者の
口内に移動させて、所定位置に配置されている前記ガイド溝に前記ストッパー部材を位置
合わせしてから、前記インプラント埋設穴の形成作業を行えばよい。つまり、歯科医師の
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両手は、前記インプラント埋設穴の形成作業中、ずっとふさがっているのが通常であるか
ら、当該作業のたびに、わざわざ一方の手を空けて前記ストッパー部材を前記加工部に最
も近い位置に移動させるのは、想像以上に面倒であるが、この面倒な作業が不要になるの
である。
【００２９】
　また、この例では、前記ストッパー部材が、サージカルガイドのガイド部材のガイド孔
またはガイド溝に挿入及び案内可能な形状を有するのが好ましい。
【００３０】
　この場合、ドリル等の回転器具を用いたインプラント埋設穴の形成時に、サージカルガ
イドのガイド部材のガイド孔またはガイド溝へのドリル等の回転器具の挿入が容易に行え
るという利点がある。
【００３１】
　本発明の第１の観点による歯科用インプラント埋設穴形成補助装置の他の好ましい例で
は、前記サージカルガイドの前記ガイド部材が、側面に挿入口を有するガイド溝を有して
おり、前記ストッパー部材が、外形サイズがそれ以外の箇所より小さい第１部分を有して
いると共に、前記第１部分は前記ガイド部材の前記挿入口よりも小さくされる。
【００３２】
　この例では、前記ストッパー部材の前記第１部分を、前記ガイド部材の側面に形成され
た前記挿入口を通すことで、前記ガイド部材の前記ガイド溝にその側方から前記ストッパ
ー部材を挿入することが可能となる、という利点がある。これは、前記ガイド溝にその入
口から前記ストッパー部材を挿入するのに比べて容易な作業である。
【００３３】
　また、この例では、好ましくは、前記ストッパー部材が、外形サイズが前記第１部分よ
り大きい第２部分を有していて、前記ストッパー部材が、前記ガイド部材の前記挿入口を
通って前記ガイド溝に挿入された後、前記回転器具の正回転方向に回動すること、または
、前記回転器具の前記加工部に向かって移動することで、前記第２部分が前記ガイド溝に
係合する。ここで言う「正回転方向」とは、前記インプラント埋設穴の形成時に前記回転
器具が回転する方向（換言すれば、回転に伴って前記顎骨にさらに深く入り込む方向）を
意味するが、前記回転器具の種類によっては、通常の前記回転器具の正回転方向とは逆方
向になることもある。
【００３４】
　この場合、二つの段階を経て前記ストッパー部材が前記ガイド溝に係合するので、前記
ガイド溝による前記回転器具の案内の正確さを保ちながら、前記回転器具の挿入を容易化
することができる利点がある。
【００３５】
　前記ストッパー部材の前記第１部分は、前記外側面を部分的に切除して形成される切除
箇所によって形成されるのが好ましい。
【００３６】
　本発明の第１の観点による歯科用インプラント埋設穴形成補助装置のさらに他の好まし
い例では、前記バネの形状が、螺旋状、ワイヤ状または板状とされる。
【００３７】
　前記バネが螺旋状とされた場合は、前記バネの前記加工部側の端部が、前記ストッパー
部材に当接して支持され、前記バネの前記加工部とは反対側の端部が、前記ハンドピース
側の所定箇所によって支持されるのが好ましい。螺旋状の前記バネは、前記回転器具と同
心に配置されてもよいし、前記回転器具から偏心して配置されてもよい。
【００３８】
　前記バネがワイヤ状とされた場合は、前記バネの前記加工部側の端部が、前記ストッパ
ー部材に係止され、前記バネの前記加工部とは反対側の端部が、前記ハンドピース側の所
定箇所に支持されるのが好ましい。
【００３９】
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　前記バネが板状とされた場合は、前記バネの前記加工部側の端部が、前記ストッパー部
材に当接して支持され、前記バネの前記加工部とは反対側の端部が、前記ハンドピース側
の所定箇所に当接して支持されるのが好ましい。
【００４０】
　本発明の第１の観点による歯科用インプラント埋設穴形成補助装置のさらに他の好まし
い例では、前記ストッパー部材が、前記ガイド孔またはガイド溝に係合可能として突出形
成された係合部をさらに有する。
【００４１】
　この例では、前記ストッパー部材の前記第１部分を、前記ガイド部材の側面に形成され
た前記挿入口を通すことで、前記ガイド部材のガイド溝にその側方から前記ストッパー部
材を挿入することが可能となる、という利点がある。これは、前記ガイド溝にその入口か
ら前記ストッパー部材を挿入するのに比べて容易な作業である。
【００４２】
　本発明の第１の観点による歯科用インプラント埋設穴形成補助装置のさらに他の好まし
い例では、前記ガイド部材に対して前記ストッパー部材が所定距離を超えて移動するのを
制限する移動制限部（例えば鍔部、突起、突条など）が、さらに設けられる。
【００４３】
　この場合、前記ガイド部材に対する前記ストッパー部材の停止位置が特定されるので、
前記ストッパー部材の先端部が前記顎骨またはその表面の粘膜に当接することがない。こ
のため、前記サージカルガイドまたは前記ガイド部材に対する前記ハンドピースの位置を
認識することで、前記インプラント埋設穴の形成プロセスの進行度合いを容易に確認する
ことができる、という利点がある。
【００４４】
　本発明の第１の観点による歯科用インプラント埋設穴形成補助装置のさらに他の好まし
い例では、前記透孔に前記回転器具が挿通された際に、前記ストッパー部材が前記回転器
具に沿ってその加工部を越えて移動するのを防止する移動防止機構をさらに備え、前記回
転器具が装着されたハンドピース側の対向端部、または前記対向端部と前記ストッパー部
材の間に配置されたスペーサに当接することで、前記インプラント埋設穴が所望の最大深
度を越えないようにする。
【００４５】
　前記移動防止機構は、好ましくは、前記加工部の端縁に前記回転器具が回転可能に当接
するように前記ストッパー部材に形成された支持面とされる。
【００４６】
　（３）　本発明の第２の観点では、歯科用インプラント埋設穴形成補助システムが提供
される。この歯科用インプラント埋設穴形成補助システムは、
　歯科用インプラント治療において、ドリル等の回転器具を用いて患者の顎骨にインプラ
ント埋設穴を形成する際に補助的に使用されるシステムであって、
　上記（１）に記載の歯科用インプラント埋設穴形成補助装置と、
　前記歯科用インプラント埋設穴形成補助装置の前記ストッパー部材が嵌入可能なガイド
孔またはガイド溝を内部に有するガイド部材とを備えていることを特徴とするものである
。
【００４７】
　本発明の第２の観点による歯科用インプラント埋設穴形成補助システムは、本発明の第
１の観点による歯科用インプラント埋設穴形成補助装置に前記ガイド部材を組み合わせた
ものであり、また、前記ガイド部材は既存のサージカルガイドと同様に使用可能であるか
ら、所望の最大深度を超えて前記インプラント埋設穴が形成されるという事態を確実に防
止することができると共に、取り扱いも容易である。
【００４８】
　本発明の第２の観点による歯科用インプラント埋設穴形成補助システムの好ましい例で
は、前記ストッパー部材に、外形サイズがそれ以外の箇所より小さい第１部分が形成され
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、前記ガイド部材に、前記ストッパー部材の前記第１部分が挿入可能な挿入口を持つガイ
ド溝が形成されていて、前記ガイド部材にその側方から前記ストッパー部材を接近させて
、前記第１部分を前記挿入口を介して前記ガイド溝の内部に挿入し、続いて、前記ガイド
溝の内部で前記ストッパー部材を前記回転器具の前記加工部側に移動させることで、また
は、前記ガイド溝の内部で前記ストッパー部材を前記回転器具の正回転方向に回動させる
ことで、前記ストッパー部材の前記ガイド溝への嵌入を完了可能とされる。
【００４９】
　この例では、前記ストッパー部材の位置合わせ、すなわち、前記ストッパー部材の前記
ガイド溝への嵌合が容易に行えるので、前記ガイド部材への前記回転器具の挿入を容易に
行うことができるという利点がある。
【００５０】
　（４）　本発明において、「回転器具」とは、インプラント埋設穴の形成に使用される
回転式の器具を意味する。具体的には、ドリルの他、サーキュラーナイフなどの回転式歯
肉切除器具、ラウンドバー、プラットホームリーマー、プロファイラーなどの骨形態修正
器具、トレフィンバーなどの骨片回収器具、ボーンスプレッダーなどの骨幅径増大器具、
サイナスリーマーなどの上顎洞底挙上用器具、タッピングインスツルメントなどのねじ切
り形成器具、インプラントホルダー、コントラアダプターなどのインプラント埋設穴の形
成やねじ切り形成と同時にインプラントを埋設できる器具、ドリルエクステンションなど
のドリルその他の器具を延長するための器具などを意味する。
【発明の効果】
【００５１】
　本発明の第１の観点による歯科用インプラント埋設穴形成補助装置によれば、（ａ）ド
リル等の回転器具を用いたインプラント埋設穴の形成時に、サージカルガイドの使用の如
何にかかわらず、所望の最大深度を超えてインプラント埋設穴が形成されるという事態を
確実に防止でき、しかも、歯科医師が既に所有しているハンドピースやドリル等の回転器
具に装着して使用可能で、取り扱いも容易である、という効果が得られる。
【００５２】
　前記ストッパー部材を前記回転器具に沿って付勢するバネをさらに備えており、前記バ
ネは、前記ストッパー部材の前記透孔に前記回転器具を挿通した時に、前記ストッパー部
材を前記回転器具の加工部に向かって付勢するように構成される場合は、（ａ）という効
果に加えて、（ｂ）ドリル等の回転器具を用いたインプラント埋設穴の形成時に、歯科医
師が前記ストッパー部材を前記加工部に最も近い位置に移動させるという面倒な作業が不
要になる、という効果も得られる。
【００５３】
　前記ストッパー部材を前記回転器具に沿って付勢するバネをさらに備えており、前記バ
ネは、前記ストッパー部材の前記透孔に前記回転器具を挿通した時に、前記ストッパー部
材を前記回転器具の加工部に向かって付勢するように構成され、前記ストッパー部材は、
サージカルガイドのガイド部材のガイド溝に挿入及び案内可能な形状を有している場合は
、（ａ）及び（ｂ）という効果に加えて、（ｃ）ドリル等の回転器具を用いたインプラン
ト埋設穴の形成時に、サージカルガイドのガイド部材のガイド溝へのドリル等の回転器具
の挿入が容易に行える、という効果も得られる。
【００５４】
　本発明の第２の観点による歯科用インプラント埋設穴形成補助システムによれば、（ｄ
）ドリル等の回転器具を用いたインプラント埋設穴の形成時に、所望の最大深度を超えて
インプラント埋設穴が形成されるという事態を確実に防止できると共に、取り扱いも容易
である、という効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】本発明の第１実施形態に係る歯科用インプラント埋設穴形成補助装置の全体構成
を示す斜視図である。
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【図２】図１の歯科用インプラント埋設穴形成補助装置の要部断面説明図である。
【図３Ａ】（ａ）は図１の歯科用インプラント埋設穴形成補助装置に使用されたガイドス
トッパーの斜視図、（ｂ）は同装置と共に使用されるガイド部材の斜視図である。
【図３Ｂ】（ａ）は図３Ａ（ａ）に示されたガイドストッパーの断面図、（ｂ）は図３Ａ
（ｂ）に示されたガイド部材の第１挿入口と第２挿入口の寸法・角度を示す斜視図である
。
【図４】図１の歯科用インプラント埋設穴形成補助装置をガイド部材のガイド溝に挿入す
る方法を示す斜視図である。
【図５】本発明の第２実施形態に係る歯科用インプラント埋設穴形成補助装置の全体構成
を示す斜視図である。
【図６】（ａ）は図５の歯科用インプラント埋設穴形成補助装置に使用されたガイドスト
ッパーの斜視図、（ｂ）は同装置と共に使用されるガイド部材の斜視図である。
【図７】本発明の第３実施形態に係る歯科用インプラント埋設穴形成補助装置の全体構成
を示す要部断面説明図である。
【図８】図７の歯科用インプラント埋設穴形成補助装置のバネが撓んだ状態を示す要部断
面説明図である。
【図９】本発明の第４実施形態に係る歯科用インプラント埋設穴形成補助装置の全体構成
を示す要部断面説明図である。
【図１０】図９の歯科用インプラント埋設穴形成補助装置に使用されたバネの全体構成を
示す斜視図である。
【図１１】本発明の第５実施形態に係る歯科用インプラント埋設穴形成補助装置の全体構
成を示す要部断面説明図である。
【図１２Ａ】図１１の歯科用インプラント埋設穴形成補助装置に使用されたバネの装着方
法を示す正面説明図である。
【図１２Ｂ】図１１の歯科用インプラント埋設穴形成補助装置に使用されたバネの装着方
法を示す平面説明図である。
【図１３】本発明の第６実施形態に係る歯科用インプラント埋設穴形成補助装置の全体構
成を示す斜視図である。
【図１４Ａ】図１３の歯科用インプラント埋設穴形成補助装置に使用されたバネの装着方
法を示す説明図で、（ａ）はガイド体の平面図、（ｂ）はガイド体の断面図である。
【図１４Ｂ】図１３の歯科用インプラント埋設穴形成補助装置に使用されたバネの装着方
法を示す説明図で、（ａ）はバネ固定具の正面図、（ｂ）はバネ固定具の断面図である。
【図１５】図１３の歯科用インプラント埋設穴形成補助装置に使用されるバネ固定具の他
の構成例を示す斜視図である。
【図１６】本発明の第７実施形態に係る歯科用インプラント埋設穴形成補助装置の全体構
成を示す要部断面説明図である。
【図１７】図１６の歯科用インプラント埋設穴形成補助装置に使用されたヘッドキャップ
の全体構成を示す斜視図である。
【図１８】本発明の第８実施形態に係る歯科用インプラント埋設穴形成補助装置の全体構
成を示す要部断面説明図である。
【図１９】図１８の歯科用インプラント埋設穴形成補助装置に使用されたバネの全体構成
を示す斜視図である。
【図２０】（ａ）は本発明の歯科用インプラント埋設穴形成補助装置に使用可能なガイド
ストッパーの第１変形例を示す斜視図、（ｂ）はこのガイドストッパーと共に使用される
ガイド部材の第１変形例を示す斜視図である。
【図２１】（ａ）は本発明の歯科用インプラント埋設穴形成補助装置に使用可能なガイド
ストッパーの第２変形例を示す斜視図、（ｂ）はこのガイドストッパーと共に使用される
ガイド部材の第２変形例を示す斜視図である。
【図２２】本発明の第９実施形態に係る歯科用インプラント埋設穴形成補助装置の全体構
成を示す要部断面説明図である。
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【図２３】本発明の歯科用インプラント埋設穴形成補助装置に使用可能なガイドストッパ
ーの第３変形例を示す斜視図である。
【図２４】本発明の歯科用インプラント埋設穴形成補助装置に使用可能なガイドストッパ
ーの第４変形例を示す斜視図である。
【図２５】本発明の第１実施形態に係る歯科用インプラント埋設穴形成補助装置に使用さ
れたスペーサの構成を示すもので、（ａ）はその断面図、（ｂ）はその平面図である。
【図２６】本発明の第１実施形態に係る歯科用インプラント埋設穴形成補助システムによ
ってインプラント埋設穴を形成するプロセスを示す一部断面正面図である。
【図２７】本発明の第１０実施形態に係る歯科用インプラント埋設穴形成補助装置の要部
構成を示す要部斜視図である。
【図２８】図２７の歯科用インプラント埋設穴形成補助装置の使用状態を示す平面説明図
で、（ａ）はガイドストッパーをガイド部材の第１挿入口を介してガイド溝に挿入した時
の状態を、（ｂ）はガイド溝内でガイドストッパーを回動させた時の状態をそれぞれ示す
。
【図２９】本発明の第１１実施形態に係る歯科用インプラント埋設穴形成補助装置の要部
構成を示す要部斜視図である。
【図３０】本発明の第１２実施形態に係る歯科用インプラント埋設穴形成補助装置の全体
構成を示す要部断面説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００５６】
　以下、添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施形態について説明する。
【００５７】
　（第１実施形態）
　図１及び図２に、本発明の第１実施形態に係る歯科用インプラント埋設穴形成補助装置
１の全体構成を示す。
【００５８】
　両図から分かるように、本実施形態に係る歯科用インプラント埋設穴形成補助装置１は
、ハンドピース１０のヘッド１１の下方においてドリル３０に移動可能に係合されたガイ
ドストッパー２０と、ヘッド１１とガイドストッパー２０の間に配置されたバネ５０とを
備えている。ガイドストッパー２０は、バネ５０の弾性力に抗して、ドリル３０に沿って
上下に移動可能である。ガイドストッパー２０は、金属等の剛性材から形成されている。
【００５９】
　ガイドストッパー２０は、ここでは、所望の最大深度を超えてインプラント埋設穴が形
成されるのを防止するための「ストッパー部材」としての機能と、サージカルガイドのガ
イド溝に沿ってドリル３０をガイドするための「ガイド体」としての機能を持つ。しかし
、ガイドストッパー２０は、「ストッパー部材」としての機能のみを持つようにしてもよ
い。この場合、ガイドストッパー２０は、「ストッパー部材」と呼ぶことができる。
【００６０】
　ハンドピース１０のヘッド１１には、給水部１３が設けられている。給水部１３には、
連結チューブ１４が接続可能であり、連結チューブ１４を介してドリル３０に水を供給可
能である。その水をドリル３０の外周面に沿って放出・流動させることで、ドリル３０の
埋設穴形成箇所に水を供給することが可能である。
【００６１】
　ドリル３０は、図１及び図２では上下方向に延在しており、その上端（基端）がヘッド
１１の内部に挿入・係止されている。ドリル３０は、ヘッド１１とネック１２に内蔵され
た公知の駆動機構（図示せず）によって、その軸心Ｘの周りに回転せしめられる。ドリル
３０は、必要に応じて、サイズの異なる他のドリル等と交換可能である。
【００６２】
　バネ５０は、ドリル３０の外周を取り囲むように、ドリル３０と同心状に配置されてい
る。バネ５０は、ガイドストッパー２０を下方に付勢（押圧）する圧縮バネ（つるまきバ
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ネ）であり、ガイドストッパー２０を常時、ヘッド１１から引き離す作用をする。このた
め、ヘッド１１を押圧してバネ５０に外力を印加していない時は、常に、図１及び図２に
示すように、ガイドストッパー２０とヘッド１１との距離は最大となる。
【００６３】
　ガイドストッパー２０は、図３Ａ及び図３Ｂに示すように、全体が略円筒形であって、
中心部にその長軸方向に貫通する円形の第１透孔２１及び第２透孔２２を有している。図
３では、第１透孔２１が上位にあり、第２透孔２２が下位にあって、二段重ねとなってい
る。上位の第１透孔２１の直径の方が、下位の第２透孔２２のそれよりも大きい。第２透
孔２２の直径は、ドリル３０のシャンク３２が挿通可能なように、シャンク３２の直径よ
り少し大きく設定されている。第１透孔２１の直径は、バネ５０が嵌入可能なように、バ
ネ５０の外径の直径より少し大きく設定されている。第１透孔２１の底面はバネ受け面２
３となっている。
【００６４】
　ガイドストッパー２０の上端部には、円環状の鍔部２４が形成されている。鍔部２４の
外径は、その下方にある外側面２０ｃの直径よりも大きい。鍔部２４の外径は、後述する
サージカルガイド１００のガイド部材１０１のテーパー状ガイド溝１０２の最大内径より
も大きい。このため、サージカルガイド１００のガイド溝１０２にガイドストッパー２０
を嵌入させた時に、鍔部２４がガイド溝１０２の上端に当接する。こうして、ガイドスト
ッパー２０がガイド溝１０２内を過剰に移動するのを防止しているのである。
【００６５】
　ガイドストッパー２０の鍔部２４より下方にある外側面２０ｃは、全体がテーパー状に
なっていて、その上端（鍔部２４側の端）からその下端（鍔部２４側とは反対側の端）ま
で、外径（直径）が単調に減少している。これは、ガイドストッパー２０をサージカルガ
イド１００のガイド溝１０２に嵌入・嵌合しやすくするためである。
【００６６】
　外側面２０ｃには、一対の切除面２０ｄが形成されている。これら二つの切除面２０ｄ
は、平坦で、互いに平行である。切除面２０ｄは、テーパー状の外側面２０ｃをその両側
から部分的に切除することで形成されたものであり、ガイドストッパー２０の中心軸に対
して対称な位置にある。図３（ａ）では、手前にある一方の切除面２０ｄのみが描かれて
おり、他方の切除面２０ｄはガイドストッパー２０の裏側にあるため描かれていない。一
対の切除面２０ｄは、それらの間の距離をテーパー状の外側面２０ｃの外径よりも小さく
することで、ガイドストッパー２０をサージカルガイド１００のガイド溝１０２にいっそ
う嵌入・嵌合しやすくするために設けられている。
【００６７】
　ガイドストッパー２０の第１端面（上端面）２０ａは、ガイドストッパー２０が最大限
に変位した時に、スペーサ４０の下端に当接する。
【００６８】
　ガイドストッパー２０の第２端面（下端面）２０ｂの内側には、図３Ｂ（ａ）に明瞭に
示すように、第２透孔２２と同軸の支持面２０ｅが形成されている。支持面２０ｅは、第
２透孔２２の内壁面を部分的に斜めに切欠することで形成されたもので、テーパー状にな
っている。支持面２０ｅを設けた理由は、図２に明瞭に示すように、ガイドストッパー２
０を、ドリル３０の刃部３１の基部にある鋭利な支持端３３と「線接触」させるためであ
る。こうすると、両者の間に作用する摩擦力が非常に小さくなるため、ドリル３０の回転
に伴ってガイドストッパー２０が回転する可能性が非常に小さくなるからである。
【００６９】
　テーパー状の支持面２０ｅは、ガイドストッパー２０の内部すなわち、第１透孔２１及
び第２透孔２２にドリル３０が挿通された際に、ガイドストッパー２０がドリル３０に沿
ってその刃部３１を越えて移動するのを防止する移動防止機構を構成する。
【００７０】
　支持面２０ｅを形成せずに、ガイドストッパー２０の第２端面（下端面）２０ｂを直接
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、ドリル３０の刃部３１の基部の端面に接触させてもよいが、そうすると「面接触」にな
るから、摩擦力が増加し、ドリル３０の回転に伴ってガイドストッパー２０が回転する可
能性が増加する難点がある。したがって、支持面２０ｅの省略は、この難点を解消する何
らかの方策が施される場合や、この難点が問題にならない構成の場合に可能である。この
場合は、ガイドストッパー２０の変位がゼロの時に、第２端面２０ｂは刃部３１の基部の
端面に当接する。
【００７１】
　なお、ガイドストッパー２０の内部にバネ５０の一端（下端）が挿入されない構成の場
合は、第１透孔２１とバネ受け面２３は省略可能である。この場合、ガイドストッパー２
０の内部には、第２透孔２２のみがガイドストッパー２０の全長にわたって形成される（
例えば図７の構成を参照）。
【００７２】
　鍔部２４は省略可能である。その場合、テーパー状の外側面２０ｃがガイドストッパー
２０の全体にわたって形成されるが、例えば、外側面２０ｃのテーパー形状を調整して、
外側面２０ｃの上側（ヘッド１１の側）の端部に直径が最大となる箇所を設け、且つ、そ
の箇所の直径がガイド溝１０２の内面の最大直径よりも大きくなるようにする（例えば図
２３の構成を参照）。こうすると、ガイド溝１０２の内部を移動中のガイドストッパー２
０は、前記箇所で引っかかって、それ以上の移動が防止される。
【００７３】
　さらに、外側面２０ｃは、必ずしもテーパー状でなくてもよい。つまり、ストレート状
でもよい（例えば図２０（ａ）の構成を参照）。この場合、直径の異なる二つの外側面が
あればよい。
【００７４】
　ドリル３０のシャンク３２は、図２に示すように、第１透孔２１の全体を貫通し、第２
透孔２２のほぼ全体を貫通している。シャンク３２の下端、すなわちシャンク３２と刃部
３１の接合部は、支持面２０ｅの位置にある。
【００７５】
　バネ５０の下端部は、第１透孔２１に嵌入されていると共に、第１透孔２１の底面にあ
るバネ受け面２３に当接している。したがって、バネ５０の下端部はバネ受け面２３によ
って支持されている。
【００７６】
　ヘッド１１の直下には、一側面を開口した略筒状のスペーサ４０が設けられている。ス
ペーサ４０は、簡易にインプラント埋設穴の最大深度を調整するためのものである。スペ
ーサ４０は、図２５に示すように、略Ｃ字形（あるいは略Ｕ字形）の断面形状を持ってい
るので、また、スペーサ４０の内径はバネ５１の直径よりも大きくされているので、歯科
医師が水平に（ドリル３０に直交する方向に）押し込み、あるいは、引っ張ることで、ド
リル３０をハンドピース１０から外すことなく、スペーサ４０をドリル３０の外側に容易
に装着あるいは離脱することができる。
【００７７】
　スペーサ４０は、金属等の剛性材から形成されているが、ここでは円環状の磁石４２を
端部に備えており、磁石４２の磁気吸引力によってヘッド１１の下面に密着・保持されて
いる。
【００７８】
　バネ５０の上端部は、図２に示すように、スペーサ４０の内部を貫通して磁石４２の下
面に当接し、その下面によって支持されている。バネ５０の上端部は、ヘッド１１の下面
に当接するようにしてもよい。
【００７９】
　インプラント埋設穴形成補助装置１により得られるインプラント埋設穴の最大深度が、
所望の最大深度よりも大きい場合がしばしばある。そのような場合には、ガイドストッパ
ー２０とヘッド１１との間に、所望の最大深度に最適な高さ（厚さ）を持つスペーサ４０
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を装着することで、容易に所望の最大深度を実現することができる。さらに、高さ（厚さ
）が段階的に異なるスペーサ４０を複数個用意しておけば、必要に応じて最適な高さ（厚
さ）のスペーサ４０を交換しながら選択使用することで、容易に、種々の所望の最大深度
に対応することが可能である。スペーサ４０は省略してもよいことは言うまでもない。
【００８０】
　歯科用インプラント埋設穴形成補助装置１と共に使用されるサージカルガイド１００は
、図１に示したようなガイド部材１０１を有している。ガイド部材１０１は、図３Ａ（ｂ
）に示したように、テーパー（上端から下端に向かうにつれて外形が減少している）の付
いた略円筒形、すなわち、テーパーの付いた円筒の側面の一部を切欠してスリットを形成
した形状であり、その長軸方向（上下方向）に貫通するガイド溝１０２を有している。ガ
イド溝１０２の内側面１０５は、ガイドストッパー２０のテーパー状外側面２０ｃと同様
のテーパー状になっている。つまり、ガイド溝１０２の外径は、その上端から下端に向か
って徐々に減少している。ガイドストッパー２０は、ガイド溝１０２の内部に嵌入されて
から下方に移動可能である。
【００８１】
　ガイド部材１０１は、その側面に、スリット状の第１挿入口１０３と第２挿入口１０４
を有している。第１挿入口１０３の両側には、一対の突出部１０６が形成されていて、ガ
イドストッパー２０の外側面２０ｃよりも少し狭くなっている。換言すれば、テーパー付
き円筒形からの切欠量が相対的に小さい部分が第１挿入口１０３であり、テーパー付き円
筒形からの切欠量が相対的に大きい部分が第２挿入口１０４である。このため、ガイドス
トッパー２０が、第２挿入口１０４を通ってガイド溝１０２の内部に挿入された後、少し
下方に移動されて第１挿入口１０３の位置に達すると、もはや第１挿入口１０３を通って
ガイド溝１０２から外れることはない。ガイドストッパー２０の外側面２０ｃが一対の突
出部１０６に当接するからである。
【００８２】
　ここで、図３Ｂ（ｂ）に示すように、ガイド部材１０１の第１挿入口１０３の開口量（
スリット幅）をｃ、第２挿入口１０４の開口量（スリット幅）をａ、ガイド部材１０１の
中心軸に対する第１挿入口１０３の位置の非開口角度をα、同中心軸に対する第２挿入口
１０４の位置の非開口角度をβとする。また、図３Ｂ（ａ）に示すように、ガイドストッ
パー２０の一対の切除面２０ｄの間の距離をｂ、テーパー状の外側面２０ｃの最小直径（
外側面２０ｃの下端の直径）をｄ、テーパー状の外側面２０ｃの最大直径（外側面２０ｃ
の上端の直径）をｅとする。すると、これらの値は、以下のような関係を満たしている。
【００８３】
　ｅ　＞　ａ　＞　ｄ　＞　ｃ　＞　ｂ　　　　　　　　　　　　　　　（１）
　１８０°　＜　α　＜　３６０°、１８０°＜　β　＜　３６０°　　（２）
　ガイドストッパー２０の一対の切除面２０ｄのある部分を、ガイド部材１０１の相対的
に小さい第１挿入口１０３にその側方から挿入できるように、また、ガイドストッパー２
０の切除面２０ｄ以外の部分を、ガイド部材１０１の相対的に大きい第２挿入口１０４に
その側方から挿入できるようにするためには、ｃ＞ｂ、且つ、ａ＞ｄであることが必要で
ある。また、こうしてガイドストッパー２０をガイド部材１０１のガイド溝１０２に嵌入
（係合）させた後に、ガイドストッパー２０がガイド溝１０２から側方に抜け出ないよう
にするためには、ｅ＞ａ、且つ、ｄ＞ｃであることが必要である。したがって、上記関係
式（１）を満たすことが必要となる。
【００８４】
　第１挿入口１０３の非開口角度α及びβの関係式（２）は、ガイドストッパー２０のテ
ーパー状外側面２０ｃがガイド溝１０２によって確実に案内されるために必要なものであ
る。
【００８５】
　上記関係を満たすことで、ガイドストッパー２０を、第１挿入口１０３と第２挿入口１
０４を通ってガイド部材１０１のガイド溝１０２にその側方から嵌入させると共に、ガイ
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ドストッパー２０をガイド溝１０２の長軸方向に沿って案内することが可能となる。この
点について、図４を参照しながら説明する。
【００８６】
　図４は、本第１実施形態に係る歯科用インプラント埋設穴形成補助装置１をガイド部材
１０１のガイド溝１０２に嵌入（係合）させる方法、換言すれば、本第１実施形態に係る
歯科用インプラント埋設穴形成補助システムの使用方法を示す斜視図である。
【００８７】
　最初に、図４（ａ）に示すように、ガイドストッパー２０の一対の切除面２０ｄのある
部分を、ガイド部材１０１の相対的に小さい第１挿入口１０３とほぼ同じ高さに配置し、
第１挿入口１０３にその側方から挿入する。この時、一対の切除面２０ｄの向きを調節し
て、一対の切除面２０ｄが第１挿入口１０３の開口面に直交するように、換言すれば、一
対の切除面２０ｄがガイドストッパー２０の移動方向（図４（ａ）の矢印の方向）に平行
になるようにする。一対の切除面２０ｄがある部分の切除面２０ｄ以外の箇所の直径は、
第１挿入口１０３の開口量（スリット幅）ｃより少し大きいので、こうしないと、ガイド
ストッパー２０の切除面２０ｄのある部分が第１挿入口１０３を通過できないからである
。
【００８８】
　この時、ガイドストッパー２０の切除面２０ｄのある部分の全体が、第１挿入口１０３
にその側方から挿入されるようにする。また、ガイドストッパー２０の切除面２０ｄより
上方の部分は、第２挿入口１０４にその側方から挿入されるようにする。これは、ガイド
ストッパー２０の切除面２０ｄより上方の部分は、第１挿入口１０３を通過できないから
である。
【００８９】
　ガイドストッパー２０のガイド溝１０２への挿入動作は、図４（ｂ）に示すように、ガ
イドストッパー２０の外側面２０ｃがガイド部材１０１の内側面１０５に当接するまで行
えばよい。この当接により、これ以上の挿入動作が必要ないこと、換言すれば、ガイドス
トッパー２０のガイド溝１０２への嵌入（係合）が完了したことを確認できるので、歯科
医師にとって好都合である。
【００９０】
　その後、図４（ｃ）に示すように、ガイド溝１０２の内部に入ったガイドストッパー２
０を、徐々に下方に移動させる。この時、ガイドストッパー２０の外側面２０ｃがガイド
溝１０２の内側面１０５に接触するので、ガイドストッパー２０はガイド溝１０２によっ
て的確に案内されることができる。その結果、ガイドストッパー２０は、ガイド溝１０２
によって所望の位置で所望の方向に正確に移動するようになる。なお、ガイドストッパー
２０は、そのテーパー状外側面２０ｃがガイド溝１０２の内側面１０５に接触して案内さ
れるので、切除面２０ｄはガイドストッパー２０の案内動作に悪影響を与えない。
【００９１】
　その後、インプラント埋設穴を形成するプロセスが実行されるが、ガイドストッパー２
０は、その鍔部２４がガイド溝１０２の上端に当接すると、それ以上の移動ができなくな
るので、ガイドストッパー２０がガイド溝１０２の内部に過剰に入り込む恐れはない。
【００９２】
　ガイドストッパー２０をガイド溝１０２から引き抜くときは、ガイド溝１０２に沿って
ハンドピースをそのまま上向きに移動させてから、挿通動作とは逆方向の動作をすればよ
い。
【００９３】
　なお、本発明の第１実施形態に係る歯科用インプラント埋設穴形成補助システムは、以
上のような構成を持つ本発明の第１実施形態に係る歯科用インプラント埋設穴形成補助装
置１と、ガイド部材１０１とを含んで構成される。
【００９４】
　次に、以上のような構成を持つ本発明の第１実施形態に係る歯科用インプラント埋設穴
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形成補助装置１の動作（使用状態）について、図２６を参照しながら説明する。図２６は
、同装置１によってインプラント埋設穴を形成するプロセスを示す一部断面正面図である
。
【００９５】
　まず、歯科医師は、ハンドピース１０を保持して、図２６（ａ）に示すように、サージ
カルガイド１００のガイド部材１０１のガイド溝１０２に、ガイドストッパー２０を嵌入
して係合させる。この動作は、図４を参照して上述したとおりである。
【００９６】
　図２６（ａ）は、回転しているドリル３０の先端の刃部３１が、患者の顎骨Ｂの表面に
接触する前の状態を示している。この状態では、ガイド部材２０とヘッド１１の相対位置
は、図１及び図２に示した初期状態のままである。換言すれば、ガイド部材２０とヘッド
１１の相対距離が最大の位置にある。
【００９７】
　次に、図２６（ｂ）に示すように、歯科医師は、ドリル３０を回転させながら、ハンド
ピース１０のヘッド１１に下向きの押圧力を加え、除去した粘膜Ｍを透過してから、少し
ずつ顎骨Ｂを穿孔していく。図２６（ｂ）において、Ｈは形成途中のインプラント埋設穴
を示す。この時、ガイドストッパー２０の鍔部２４の下端は、ガイド部材１０１の上端に
当接しており、したがって、ガイドストッパー２０はそれ以上、下降することができない
。その後は、ヘッド１１が、バネ５０を撓ませながら押し下げられる。
【００９８】
　歯科医師は、ドリル３０を回転させながら、さらに、ヘッド１１に下向きの押圧力を加
えて顎骨Ｂの穿孔を進めていくが、やがて、図２６（ｃ）に示すように、ヘッド１１の下
面に装着されたスペーサ４０の下端が、それに対向するガイドストッパー２０の第１端面
２０ａ（上端面）に当接する。この時、ヘッド１１の下面とそれに対向するガイドストッ
パー２０の第１端面２０ａとの間の距離は、スペーサ４０の高さ（厚さ）に等しくなって
いる。
【００９９】
　図２６（ｃ）の状態になると、押圧力を加えても、ハンドピース１０はそれ以上の下降
ができないので、埋設穴Ｈの最大深度は、スペーサ４０の高さ（厚さ）とドリル３０の全
長とで規定される深度に等しくなる。したがって、顎骨Ｂの穿孔がそれ以上に進行するこ
とがなく、埋設穴Ｈの所望の最大穿度を越えて穿孔が進行するのを確実に防止することが
できる。
【０１００】
　本発明の第１実施形態に係る歯科用インプラント埋設穴形成補助装置１は、上述したよ
うな構成を有するので、ガイドストッパー２０の長軸方向にドリル３０を挿通してから、
ドリル３０をハンドピース１０に装着すると、バネ５０により、ガイドストッパー２０は
ドリル３０の刃部３１に向かって付勢される。ドリル３０は、刃部３１の径がシャンク３
２の径よりも大きいので、ガイドストッパー２０は、ドリル３０の刃部３１に最も近い位
置（ハンドピース１０からは最も遠い位置）に保持される。
【０１０１】
　このため、ドリル３０の刃部３１をガイド部材１０１のガイド溝１０２に挿通させる際
に、歯科医師は、ガイドストッパー２０を手で移動させて刃部３１に最も近い位置に移動
させたり、静止させたりする必要がない。歯科医師は、ドリル３０が装着されたハンドピ
ース１０を患者の口内に移動させて、所定位置に配置されているサージカルガイド１００
のガイド部材１０１のガイド溝１０２にガイドストッパー２０を位置合わせするだけでよ
く、両手がふさがっている歯科医師が一方の手を空けてガイドストッパー２０を移動させ
るという面倒な作業を省略できる。
【０１０２】
　また、ガイドストッパー２０のテーパー状の（つまり長軸方向に沿って外形サイズが変
化する）外側面２０ｃは、外形サイズが最も小さい一対の切除面２０ｄのある箇所（第１
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部分に対応する）が、ガイド部材２０の第１挿入口１０３より小さいサイズであるため、
ガイド部材１０１の側面にある第１挿入口１０３を通って前記箇所（第１部分に対応する
箇所）をガイド溝１０２に挿入可能であると共に、切除面２０ｄのある箇所の向きを挿入
時の向きとは異ならせれば、ガイド溝１０２への挿入後にガイドストッパー２０が第１挿
入口１０３から外れることもない。また、この時、ガイドストッパー２０の外側面２０ｃ
の切除面２０ｄより上方にある箇所（第２部分に対応する）は、ガイド部材２０の第２挿
入口１０４より小さいサイズであるため、ガイド部材１０１の側面にある第２挿入口１０
４を通って前記箇所（第２部分に対応する箇所）をガイド溝１０２に挿入可能である。よ
って、ガイド溝１０２に対するガイドストッパー２０の位置合わせ（嵌合）、換言すれば
、ガイド部材１０１へのドリル３０の挿通を容易に行うことができる。
【０１０３】
　また、ガイドストッパー２０の上端に形成された、外形サイズが最も大きい鍔部２４は
、ガイド溝１０２より大きいため、ガイドストッパー２０の長軸方向への移動は鍔部２４
によって制限される。このため、ガイドストッパー２０ひいてはドリル３０の過剰な移動
が確実に防止され、したがって、適切な高さ（厚さ）のスペーサ４０を配置することによ
って、所望の最大深度を超えてインプラント埋設穴Ｈが形成されるという事態を確実に防
止できる。
【０１０４】
　以上述べたように、本第１実施形態に係る歯科用インプラント埋設穴形成補助装置１を
使用すれば、所望の最大深度を超えてインプラント埋設穴Ｈが形成されるという事態を確
実に防止できるだけでなく、ドリル３０等の回転器具を用いたインプラント埋設穴Ｈの形
成時に、サージカルガイド１００のガイド部材１０１への前記回転器具の挿通を容易に行
うことができる。
【０１０５】
　また、ガイドストッパー２０の長軸方向にドリル３０等の回転器具を挿通してから、当
該回転器具をハンドピース１０に装着するだけでよいので、歯科医師が既に所有している
ハンドピースやドリル等の回転器具に装着して使用できると共に、取り扱いも容易である
。
【０１０６】
　さらに、歯科用インプラント埋設穴形成補助装置１は、ガイドストッパー２０とバネ５
０を構成要素としていて、ガイドストッパー２０にその長軸方向に沿って外形サイズが変
化する外側面２０ｃを形成し、外側面２０ｃの外形サイズが最も小さい、一対の切除面２
０ｄのある箇所（第１部分に対応する）を、ガイド部材１０１の第１挿入口１０３より小
さいサイズとするだけで足りるので、簡単な構成であるだけでなく、特別に高価な材料や
特別な製法を使用する必要もないから、低いコストで製造することができる。
【０１０７】
　ガイドストッパー２０とガイド部材１０１とバネ５０の材料は、特に限定されない。必
要な剛性が得られるものであれば、アルミニウム、ステンレス等の任意の金属を使用でき
るし、十分な強度があれば、合成樹脂も使用可能である。この点は、以下の各実施形態に
ついても同様である。
【０１０８】
　なお、本実施形態では、ガイド部材１０１の透孔が、側面に挿入口を持つガイド溝１０
２になっているが、これに限定されない。ガイド部材１０１の透孔が、側面に挿入口を持
たないもの（ガイド孔）になっているものを使用してもよい。この場合、ガイドストッパ
ー２０はガイド部材の透孔（ガイド孔）にその上端から挿入されることになる。これは以
下の第２実施形態以降においても同様である。
【０１０９】
　本明細書では、説明の便宜のために、歯科用インプラント埋設穴形成補助装置１の構成
を、その回転器具(例えばドリル３０)を上下方向に配置した状態として説明し、下顎の骨
Ｂにインプラント埋設穴Ｈを形成すると仮定して説明している。しかし、本発明はこれに
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限定されるわけではない。上顎の骨にインプラント埋設穴を形成する場合では、ここにし
た説明と図面とは上下が反転して、ハンドピースが下位に位置し、ドリル等の回転器具が
上位に位置することは言うまでもない。
【０１１０】
　（第２実施形態）
　図５及び図６は、本発明の第２実施形態に係る歯科用インプラント埋設穴形成補助装置
１Ａの全体構成を示す。
【０１１１】
　同図から分かるように、本第２実施形態に係るインプラント埋設穴形成補助装置１Ａの
構成は、ガイドストッパー２０に代えてガイドストッパー２０Ａを設けられている点を除
き、上述した第１実施形態の装置１と同じ構成である。したがって、構成が同一の部分に
ついては、同一の構成要素には同一の符号を付してその説明を省略し、相違点のみについ
て説明する。
【０１１２】
　ガイドストッパー２０Ａは、図６（ａ）に明瞭に示すように、略円筒形の本体部２６Ａ
と、本体部２６Ａの側面から突出形成された係合部２５Ａとを有している。本第２実施形
態では、サージカルガイド１００Ａのガイド部材１０１Ａが偏心型であるため、サージカ
ルガイド１００Ａのガイド部材１０１Ａのガイド溝１０２Ａに係合せしめられるのは、略
円筒形の本体部２６Ａではなく、帯状の係合部２５Ａである。
【０１１３】
　本体部２６Ａは、上述した第１実施形態と同様に、内部に第１透孔２１Ａと第２透孔２
２Ａとバネ受け面２３Ａを有し、上端に第１端面２０Ａａ、下端に第２端面２０Ａｂを有
している。
【０１１４】
　ガイド部材１０１Ａのガイド溝１０２Ａに係合される係合部２５Ａは、連結部２７Ａに
よって本体部２６Ａの側面に接合された構造になっており、全体がドリル３０に平行に延
在する帯状である。係合部２５Ａは、断面が略台形であり、その下端部の両側に一対の平
坦な切除面２０Ａｄが形成されている。係合部２５Ａは、ストレート状であり、上記第１
実施形態のようなテーパーは付いていない。係合部２５Ａの上端部には、止めネジ２９Ａ
によってストッパー２８Ａが固定されている。これは、係合部２５Ａすなわちガイドスト
ッパー２０Ａが、ガイド溝１０２Ａの内部を過剰に移動しないようにするためである。ま
た、係合部２５Ａの側面には、ガイドストッパー２０Ａの移動量が分かるようにするため
に、目盛り２５Ａａが形成されている。
【０１１５】
　ガイド部材１０１Ａは、その側面に、スリット状の第１挿入口１０３Ａと第２挿入口１
０４Ａを有している。第１挿入口１０３Ａと第２挿入口１０４Ａは、いずれもストレート
状であり、上記第１実施形態のようなテーパーは付いていない。第１挿入口１０３Ａの両
側には、一対の突出部１０６Ａが形成されていて、ガイドストッパー２０Ａの係合部２５
Ａの幅よりも少し狭くなっている。換言すれば、帯状体からの切欠量が相対的に小さい部
分が第１挿入口１０３Ａであり、帯状体からの切欠量が相対的に大きい部分が第２挿入口
１０４Ａである。このため、ガイドストッパー２０Ａが、第２挿入口１０４Ａを通ってガ
イド溝１０２Ａの内部に挿入された後、少し下方に移動されて第１挿入口１０３Ａの位置
に達すると、もはや第１挿入口１０３Ａを通ってガイド溝１０２Ａから外れることはない
。係合部２５Ａの両端部が一対の突出部１０６Ａに当接するからである。
【０１１６】
　ガイドストッパー２０Ａは、第２挿入口１０４Ａを通ってガイド部材１０１Ａのガイド
溝１０２Ａにその側方から嵌入させることが可能である。すなわち、最初に、ガイドスト
ッパー２０Ａの一対の切除面２０Ａｄのある部分を、ガイド部材１０１Ａの相対的に小さ
い第１挿入口１０３Ａに挿入する。（相対的に大きい第２挿入口１０４Ａにも挿入可能で
ある。）この時、一対の切除面２０Ａｄの向きを調節して、一対の切除面２０Ａｄが第１
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挿入口１０３Ａを通ってガイド溝１０２Ａの内側面１０５Ａに直交するように、換言すれ
ば、一対の切除面２０Ａｄがガイドストッパー２０Ａの移動方向にほぼ平行になるように
する。これは、一対の切除面２０Ａｄがある部分の切除面２０Ａｄ以外の箇所は、一対の
切除面２０Ａｄ間の距離より少し大きいので、こうすることで、第１挿入口１０３Ａの挿
通が可能になるからである。
【０１１７】
　この時、係合部２５Ａは、第１挿入口１０３Ａには挿入できないので、第１挿入口１０
３Ａには接触しないように、ガイドストッパー２０Ａとガイド部材１０１Ａの相対高さを
調整する。
【０１１８】
　ガイドストッパー２０Ａの係合部２５Ａの一対の切除面２０Ａｄがある部分の挿通動作
は、係合部２５Ａの外側面がガイド部材１０１Ａの内側面１０５Ａに当接するまで行えば
よい。この当接により、これ以上の挿通動作が必要ないこと、換言すれば、ガイドストッ
パー２０Ａのガイド溝１０２Ａへの嵌入が完了したことを確認できるので、歯科医師にと
って好都合である。
【０１１９】
　その後、第１挿入口１０３Ａを通ってガイド溝１０２Ａの内部に入った、係合部２５Ａ
の一対の切除面２０Ａｄのある部分を、徐々に下方に移動させる。この時、切除面２０Ａ
ｄがある部分の切除面２０Ａｄ以外の箇所の幅は、切除面２０Ａｄ間の距離より少し大き
いので、この箇所がガイド溝１０２Ａの内側面１０５Ａに接触し、係合部２５Ａひいては
ガイドストッパー２０Ａは、ガイド溝１０２Ａによって的確に案内されることができる。
その結果、ガイドストッパー２０Ａは、ガイド溝１０２Ａによって所望の位置で所望の方
向に正確に移動するようになる。切除面２０Ａｄは、ガイドストッパー２０Ａの案内動作
に悪影響を与えない。
【０１２０】
　その後、インプラント埋設穴を形成するプロセスが実行されるが、ガイドストッパー２
０Ａは、そのストッパー２８Ａがガイド溝１０２Ａの上端に当接すると、それ以上の移動
ができなくなるので、必要に応じて適切な高さのスペーサ４０を用いることで、インプラ
ント埋設穴の最大深度が過大になる恐れがなくなる。
【０１２１】
　ガイドストッパー２０Ａの係合部２５Ａをガイド溝１０２Ａから引き抜くときは、ガイ
ド溝１０２Ａに沿ってハンドピース１０をそのまま上向きに移動させてから、挿通動作と
は逆方向の動作をすればよい。
【０１２２】
　なお、本発明の第２実施形態に係る歯科用インプラント埋設穴形成補助システムは、以
上のような構成を持つ本発明の第２実施形態に係る歯科用インプラント埋設穴形成補助装
置１Ａと、ガイド部材１０１Ａとを含んで構成される。
【０１２３】
　以上のような構成を持つ本発明の第２実施形態に係る歯科用インプラント埋設穴形成補
助装置１Ａの動作（使用状態）は、図２６に示したものと同じであるから、その説明は省
略する。
【０１２４】
　本第２実施形態の歯科用インプラント埋設穴形成補助装置１Ａは、上述したような構成
を有するので、ガイドストッパー２０Ａの長軸方向にドリル３０を挿通してから、ドリル
３０をハンドピース１０に装着すると、バネ５０により、ガイドストッパー２０Ａはドリ
ル３０の刃部３１に向かって付勢される。ドリル３０は、刃部３１の径がシャンク３２の
径よりも大きいので、ガイドストッパー２０は、ドリル３０の刃部３１に最も近い位置（
ハンドピース１０からは最も遠い位置）に保持される。
【０１２５】
　このため、ドリル３０の刃部３１を位置決めするために、ガイドストッパー２０Ａをガ
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イド部材１０１Ａのガイド溝１０２Ａに挿通させる際に、歯科医師は、ガイドストッパー
２０Ａを手で移動させて刃部３１に最も近い位置に移動させたり、静止させたりする必要
がない。歯科医師は、ドリル３０が装着されたハンドピース１０を患者の口内に移動させ
て、所定位置に配置されているサージカルガイド１００Ａのガイド部材１０１Ａのガイド
溝１０２Ａにガイドストッパー２０Ａを位置合わせするだけでよく、両手がふさがってい
る歯科医師が一方の手を空けてガイドストッパー２０Ａを移動させるという面倒な作業を
省略できる。
【０１２６】
　また、ガイドストッパー２０Ａの係合部２５Ａのストレート状の（つまり長軸方向に沿
って外形サイズが変化しない）外側面は、外形サイズが最も小さい、一対の切除面２０Ａ
ｄのある箇所（第１部分に対応する）が、ガイド部材１０１Ａの第１挿入口１０３Ａと第
２挿入口１０４Ａより小さいサイズであるため、ガイド部材１０１Ａの側面にある第１挿
入口１０３Ａを通って前記箇所をガイド溝１０２Ａに挿入可能であると共に、係合部２５
Ａを下方に移動することにより、ガイド溝１０２Ａへの挿入後にガイドストッパー２０Ａ
が第１挿入口１０３Ａから外れることもない。よって、ガイド溝１０２Ａに対するガイド
ストッパー２０Ａの位置合わせ（嵌合）、換言すれば、ガイド部材１０１Ａによるドリル
３０の位置決めを容易に行うことができる。
【０１２７】
　また、ガイドストッパー２０Ａの上端に形成された、サイズが最も大きいストッパー２
８Ａは、ガイド溝１０２Ａより大きいため、ガイドストッパー２０Ａの移動はストッパー
２８Ａ及びスペーサ４０によって制限される。このため、ガイドストッパー２０Ａひいて
はドリル３０の過剰な移動が確実に防止され、したがって、所望の最大深度を超えてイン
プラント埋設穴Ｈが形成されるという事態を確実に防止できる。
【０１２８】
　以上述べたように、本第２実施形態に係る歯科用インプラント埋設穴形成補助装置１Ａ
を使用すれば、所望の最大深度を超えてインプラント埋設穴Ｈが形成されるという事態を
確実に防止できるだけでなく、ドリル３０等の回転器具を用いたインプラント埋設穴Ｈの
形成時に、サージカルガイド１００Ａのガイド部材１０１Ａへのドリル等の回転器具の位
置決めを容易に行うことができる。
【０１２９】
　また、ガイドストッパー２０Ａの本体部２６Ａの長軸方向にドリル３０等の回転器具を
挿通してから、当該回転器具をハンドピース１０に装着するだけでよいので、歯科医師が
既に所有しているハンドピースやドリル等の回転器具に装着して使用できると共に、取り
扱いも容易である。
【０１３０】
　さらに、歯科用インプラント埋設穴形成補助装置１Ａは、ガイドストッパー２０Ａとバ
ネ５０を構成要素としていて、ガイドストッパー２０Ａの係合部２５Ａにその長軸方向に
沿って外形サイズが変化する外側面を形成し、外側面の外形サイズが最も小さい、一対の
切除面２０Ａｄのある箇所（第１部分に対応する）を、ガイド部材１０１Ａの第１挿入口
１０３Ａ及び第２挿入口１０４Ａより小さいサイズとするだけで足りるので、簡単な構成
であるだけでなく、特別に高価な材料や特別な製法を使用する必要もないから、低いコス
トで製造することができる。
【０１３１】
　（第３実施形態）
　図７は、本発明の第３実施形態に係る歯科用インプラント埋設穴形成補助装置１Ｂの全
体構成を示す。
【０１３２】
　本実施形態に係るインプラント埋設穴形成補助装置１Ｂは、ガイドストッパー２０に代
えてガイドストッパー２０Ｂが設けられており、また、円筒形のバネ５０に変えてワイヤ
状のバネ５０Ｂが使用されていて、そのバネ５０Ｂがバネ装着部材８０Ｂを用いてハンド
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ピース１０のヘッド１１の下面に装着（固定）されている点を除き、上述した第１実施形
態の装置１と同じ構成である。したがって、構成が同一の部分については、同一の構成要
素には同一の符号を付してその説明を省略し、相違点のみについて説明する。
【０１３３】
　ガイドストッパー２０Ｂの中心には、全長にわたって、ドリル３０のシャンク３２が貫
通する透孔２１Ｂが形成されており、上述した第１実施形態のインプラント埋設穴形成補
助装置１のガイドストッパー２０のようにサイズの異なる第１透孔２１と第２透孔２２を
有していない。これはガイドストッパー２０Ｂでバネ５０Ｂを受ける必要がないからであ
る。ガイドストッパー２０Ｂの構成は、これ以外は、上述した第１実施形態の装置１のガ
イドストッパー２０と同じである。
【０１３４】
　ワイヤ状のバネ５０Ｂは、図７に示すように、その下端が略Ｕ字状に屈曲せしめられて
いて、ガイドストッパー２０Ｂに形成されたＬ字状の貫通孔に挿通・係止されている。バ
ネ５０Ｂの上端は、下端と同様に略Ｕ字状に屈曲せしめられていて、バネ装着部材８０Ｂ
に形成されたＬ字状の貫通孔に挿通・係止されている。
【０１３５】
　バネ５０Ｂとしては、公知のバネ鋼による弾性ワイヤが使用可能であるが、超弾性合金
製の超弾性ワイヤも使用可能である。
【０１３６】
　バネ装着部材８０Ｂは、ワイヤ状のバネ５０Ｂをドリル３０のシャンク３２に装着する
ために設けられている。上述した第１実施形態のインプラント埋設穴形成補助装置１では
、円筒形のバネ５０がシャンク３２の外側に巻き付けられた形で、且つシャンク３２と同
心となるように装着されていたが、本第３実施形態では、ワイヤ状のバネ５０Ｂを使用す
るため、このような構成をとることができない。そこで、バネ装着部材８０Ｂを設け、こ
れをハンドピース１０のヘッド１１の下面に装着するようにしたものである。
【０１３７】
　バネ装着部材８０Ｂは、バネ５０Ｂを挿入・係止できる程度の肉厚を持つ円筒形で、そ
のヘッド１１側の端部には、円筒形の磁石８２が内蔵されている。バネ装着部材８０Ｂは
、図７に示すように、その透孔８１にシャンク３２を挿通させた状態で、磁石８２の磁気
吸引力によってヘッド１１の下面に装着される。
【０１３８】
　バネ５０Ｂの弾性力に抗してガイドストッパー２０Ｂが上方に移動した時は、バネ５０
Ｂは図８のように外側に撓む。外力が作用しない限り、ガイドストッパー２０Ｂは常時、
バネ５０Ｂにより図７の初期状態に保持される。これは、上述した第１実施形態の装置１
のガイドストッパー２０と同じである。
【０１３９】
　本第３実施形態に係る歯科用インプラント埋設穴形成補助装置１Ｂは、上述した第１実
施形態の歯科用インプラント埋設穴形成補助装置１と同じ効果が得られることが明らかで
ある。
【０１４０】
　（第４実施形態）
　図９は、本発明の第３実施形態に係る歯科用インプラント埋設穴形成補助装置１Ｃの全
体構成を示す。
【０１４１】
　本実施形態に係るインプラント埋設穴形成補助装置１Ｃは、ワイヤ状のバネ５０Ｃそれ
自体に形成された係止部５１Ｃを用いてハンドピース１０のヘッド１１の直下でシャンク
３２に係止されている点を除き、上述した第３実施形態の装置１Ｂと同じ構成である。し
たがって、構成が同一の部分については、同一の構成要素には同一の符号を付してその説
明を省略し、相違点のみについて説明する。
【０１４２】
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　上述した第３実施形態の装置１Ｂでは、バネ装着部材８０Ｂを使用してワイヤ状のバネ
５０Ｂをヘッド１１の下面に装着（固定）していたが、本実施形態では、バネ装着部材８
０Ｂに代えて、図１０に示すような、ヘッド１１側の端部に形成された円形の係止部５１
Ｃを使用している。係止部５１Ｃは、バネ５０Ｂの一方の端部を円形に湾曲させることで
容易に形成される。これにより、構成が簡単になる利点が得られる。
【０１４３】
　係止部５１Ｃがヘッド１１の下面に当接しているため、バネ５０Ｃの弾性力に抗してガ
イドストッパー２０Ｂが上方に移動した時は、バネ５０Ｃは図８の場合と同様に外側に撓
む。外力が作用しない限り、ガイドストッパー２０Ｂは常時、バネ５０Ｃにより図９の初
期状態に保持される。これは、上述した第１実施形態の装置１のガイドストッパー２０と
同じである。
【０１４４】
　本第４実施形態に係る歯科用インプラント埋設穴形成補助装置１Ｃは、上述した第１実
施形態の歯科用インプラント埋設穴形成補助装置１と同じ効果が得られることが明らかで
ある。
【０１４５】
　（第５実施形態）
　図１１は、本発明の第５実施形態に係る歯科用インプラント埋設穴形成補助装置１Ｄの
全体構成を示す。
【０１４６】
　本実施形態に係るインプラント埋設穴形成補助装置１Ｄは、ワイヤ状のバネ５０Ｄが、
その中央部をハンドピース１０のネック１２に巻き付けることで係止（装着）されている
点を除き、上述した第３実施形態の装置１Ｂと同じ構成である。したがって、構成が同一
の部分については、同一の構成要素には同一の符号を付してその説明を省略し、相違点の
みについて説明する。
【０１４７】
　上述した第３実施形態の装置１Ｂでは、バネ装着部材８０Ｂを使用してワイヤ状のバネ
５０Ｂをヘッド１１の下面に装着（固定）していたが、本実施形態では、バネ装着部材８
０Ｂを使用せず、図１２Ａに示すように、バネ５０Ｂの中央部をハンドピース１０のネッ
ク１２に一回巻き付け、その部分を係止部５１Ｄとしている。これにより、構成が簡単に
なる利点が得られる。
【０１４８】
　係止部５１Ｄの大きさはヘッド１１より小さいが、係止部５１Ｄそれ自体が弾性を持つ
ので、少し手で広げれば、ヘッド１１の外側を通ってネック１２の所定箇所に装着するこ
とが可能である。
【０１４９】
　係止部５１Ｄがネック１２に係止されているため、バネ５０Ｄの弾性力に抗してガイド
ストッパー２０Ｃが上方に移動した時は、バネ５０Ｄは図８の場合と同様に外側に撓む。
外力が作用しない限り、ガイドストッパー２０Ｃは常時、バネ５０Ｄにより図１１の初期
状態に保持される。これは、上述した第１実施形態の装置１のガイドストッパー２０と同
じである。
【０１５０】
　本実施形態で使用されているガイドストッパー２０Ｃは、第１端面２０ａ側に磁石２５
が内蔵されている点を除き、上述した第３実施形態の装置１Ｂのガイドストッパー２０Ｂ
と同じであるから、その説明は省略する。
【０１５１】
　ガイドストッパー２０Ｃに対するバネ５０Ｄの係止方法は、図１１及び図１２Ｂに示す
通りである。すなわち、ワイヤ状のバネ５０Ｄは、その両端が略Ｕ字状に屈曲せしめられ
ていて、ガイドストッパー２０Ｃに形成された略Ｌ字状の貫通孔に挿通・係止されている
。こうすることで、バネ５０Ｄの端部付近は、図１１に波線で示したように、支障なく外
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側に撓むことができる。
【０１５２】
　本第５実施形態に係る歯科用インプラント埋設穴形成補助装置１Ｄは、上述した第１実
施形態の歯科用インプラント埋設穴形成補助装置１と同じ効果が得られることが明らかで
ある。
【０１５３】
　（第６実施形態）
　図１３は、本発明の第６実施形態に係る歯科用インプラント埋設穴形成補助装置１Ｅの
全体構成を示す。
【０１５４】
　本実施形態に係るインプラント埋設穴形成補助装置１Ｅは、ワイヤ状のバネ５０Ｅが、
その中央部をハンドピース１０のネック１２に掛け渡してから、バネ固定具６０で固定さ
れている点を除き、上述した第３実施形態の装置１Ｂと同じ構成である。したがって、構
成が同一の部分については、同一の構成要素には同一の符号を付してその説明を省略し、
相違点のみについて説明する。
【０１５５】
　上述した第３実施形態の装置１Ｂでは、バネ装着部材８０Ｂを使用してワイヤ状のバネ
５０Ｂをヘッド１１の下面に装着（固定）していたが、本実施形態では、バネ装着部材８
０Ｂを使用せず、図１３に示すように、バネ５０Ｅの中央部をハンドピース１０のネック
１２に掛け渡し、その掛け渡した部分をバネ固定具６０で固定している。バネ５０Ｅは、
上述した第５実施形態の装置１Ｄのように、ネック１２に巻き付けられてはいない。
【０１５６】
　バネ固定具６０は、図１４Ｂに示す構成を持つ。すなわち、バネ固定具６０は、図１４
Ｂ（ａ）に示すように、帯状の剛性材の中央部をネック１２の外面に沿って湾曲させたも
のであり、その両端部をその反対方向に少し湾曲させてＯリング係止部６２としている。
ワイヤ状のバネ５０Ｅは、図１４Ｂ（ｂ）に示すように、バネ固定具６０の中央部に形成
された窪み６３に埋め込まれた状態で、ネック１２に係止されている。図１３に示したよ
うに、バネ５０Ｅの中央部をネック１２にその上方から掛け渡した後、その上にバネ固定
具６０を載せ、二つのＯリング係止部６２にネック１２の下方からＯリング６１を係止す
れば、装着完了である。
【０１５７】
　バネ５０Ｅの中央部がネック１２に係止されているため、バネ５０Ｅの弾性力に抗して
ガイドストッパー２０Ｃが上方に移動した時は、バネ５０Ｅは図８の場合と同様に外側に
撓む（図１４Ａ（ｂ）を参照）。外力が作用しない限り、ガイドストッパー２０Ｃは常時
、バネ５０Ｅにより図１３の初期状態に保持される。これは、上述した第１実施形態の装
置１のガイドストッパー２０と同じである。
【０１５８】
　本実施形態で使用されているガイドストッパー２０Ｃは、第１端面２０ａに磁石２５が
内蔵されている点を除き、上述した第３実施形態の装置１Ｂのガイドストッパー２０Ｂと
同じであるから、その説明は省略する。
【０１５９】
　ガイドストッパー２０Ｃに対するバネ５０Ｅの係止方法は、図１４Ａに示す通りである
。すなわち、ワイヤ状のバネ５０Ｅは、その両端が略Ｌ字状に屈曲せしめられていて、ガ
イドストッパー２０Ｃに形成された略Ｌ字状の貫通孔に挿通・係止されている。こうする
ことで、バネ５０Ｅの端部付近は、図１４Ａ（ｂ）に波線で示したように、支障なく外側
に撓むことができる。
【０１６０】
　本第６実施形態に係る歯科用インプラント埋設穴形成補助装置１Ｅは、上述した第１実
施形態の歯科用インプラント埋設穴形成補助装置１と同じ効果が得られることが明らかで
ある。
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【０１６１】
　図１５に示したバネ固定具６０Ａは、バネ固定具６０の変形構成例である。ゴム等の弾
性を持つ材料で形成され、中央部に略Ｕ字状のバネ挿通孔６３を有している。ワイヤ状の
バネ５０Ｅは、バネ固定具６０Ａのバネ挿通孔６３に挿通された状態で、ネック１２に係
止される。この場合、Ｏリング６１は使用されない。このように、バネ固定具には種々の
変形構成例が考えられる。
【０１６２】
　（第７実施形態）
　図１６は、本発明の第７実施形態に係る歯科用インプラント埋設穴形成補助装置１Ｆの
全体構成を示す。
【０１６３】
　本実施形態に係るインプラント埋設穴形成補助装置１Ｆは、ワイヤ状のバネ５０Ｆが、
ヘッドキャップ７０によってハンドピース１０のヘッド１１に固定されている点を除き、
上述した第３実施形態の装置１Ｂ（図７参照）と同じ構成である。したがって、構成が同
一の部分については、同一の構成要素には同一の符号を付してその説明を省略し、相違点
のみについて説明する。
【０１６４】
　上述した第３実施形態の装置１Ｂでは、バネ装着部材８０Ｂを使用してワイヤ状のバネ
５０Ｂをヘッド１１の下面に装着（固定）していたが、本実施形態では、バネ装着部材８
０Ｂを使用せず、図１６に示すように、バネ５０Ｆの中央部を、ヘッド１１に固定された
ヘッドキャップ７０に掛け渡している。バネ５０Ｆは、上述した第５実施形態の装置１Ｄ
のように、ヘッド１１に巻き付けられてはいない。
【０１６５】
　ヘッドキャップ７０は、金属等の剛性材から形成されており、図１７に示す構成を持つ
。すなわち、ヘッドキャップ７０は、略Ｕ字状の第１係合部７０ａと、直線状の第２係合
部７０ｂと、第１係合部７０ａと第２係合部７０ｂを連結する直線状の連結部７０ｃとを
有している。
【０１６６】
　第２係合部７０ｂには、ドリル３０のシャンク３２を挿通させる透孔７２が形成されて
おり、透孔７２の内側には、透孔７２と同心状に円環状の磁石７１が装着されている。図
１７に示すように、第２係合部７０ｂひいてはヘッドキャップ７０は、磁石７１の磁気吸
引力によってヘッド１１の下面に係止される。この時、連結部７０ｃはヘッド１１の外側
面に沿って延在し、第１係合部７０ａはヘッド１１の上面に沿って延在する。
【０１６７】
　第１係合部７０ａは、先端に一対のＯリング係止部７１を有している。第１係合部７０
ａは、ヘッド１１の中央にある円柱形の突出部１１ａを挟むようにヘッド１１に係止され
るので、一対のＯリング係止部７３は突出部１１ａに対して連結部７０ｃとは反対側に位
置する。この状態で一対のＯリング係止部７３にＯリング７４を架け渡して係止すると、
連結部７０ｃとＯリング７４で突出部１１ａを挟む形になるため、ヘッドキャップ７０は
ヘッド１１から外れなくなる。
【０１６８】
　ワイヤ状のバネ５０Ｆは、全体が略Ｕ字状をなしていて、その中央部が、ヘッド１１の
上面と第１係合部７０ａの間に架け渡される。この時、バネ５０Ｆは、第１係合部７０ａ
の内面（下面）に形成された窪み７０ａａに埋め込まれる形で保持されるので、バネ５０
Ｆに下方から力が加わっても、それに耐えることができるし、位置がずれることもない。
【０１６９】
　バネ５０Ｆの中央部がヘッド１１に係止されているため、バネ５０Ｆの弾性力に抗して
ガイドストッパー２０Ｂが上方に移動した時は、バネ５０Ｆは図８の場合と同様に外側に
撓む。外力が作用しない限り、ガイドストッパー２０Ｂは常時、バネ５０Ｆにより図１６
の初期状態に保持される。これは、上述した第１実施形態の装置１のガイドストッパー２
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０と同じである。
【０１７０】
　本実施形態で使用されているガイドストッパー２０Ｂは、上述した第３実施形態の装置
１Ｂのガイドストッパー２０Ｂと同じであるから、その説明は省略する。
【０１７１】
　ガイドストッパー２０Ｂに対するバネ５０Ｆの係止方法は、図１６に示す通りである。
すなわち、ワイヤ状のバネ５０Ｆは、その両端が略Ｕ字状に屈曲せしめられていて、ガイ
ドストッパー２０Ｂに形成された略Ｕ字状の貫通孔に挿通・係止されている。こうするこ
とで、バネ５０Ｆの端部付近は、図１６に波線で示したように、支障なく外側に撓むこと
ができる。
【０１７２】
　本第７実施形態に係る歯科用インプラント埋設穴形成補助装置１Ｆは、上述した第１実
施形態の歯科用インプラント埋設穴形成補助装置１と同じ効果が得られることが明らかで
ある。
【０１７３】
　（第８実施形態）
　図１８は、本発明の第８実施形態に係る歯科用インプラント埋設穴形成補助装置１Ｇの
全体構成を示す。
【０１７４】
　本実施形態に係るインプラント埋設穴形成補助装置１Ｇは、板状のバネ５０Ｇが、ドリ
ル３０のシャンク３２に係止されている点を除き、上述した第３実施形態の装置１Ｂと同
じ構成である。したがって、構成が同一の部分については、同一の構成要素には同一の符
号を付してその説明を省略し、相違点のみについて説明する。
【０１７５】
　上述した第３実施形態の装置１Ｂでは、バネ装着部材８０Ｂを使用してワイヤ状のバネ
５０Ｂをヘッド１１の下面に装着（固定）していたが、本実施形態では、バネ装着部材８
０Ｂを使用せず、図１９に示すように、屈曲させた板状のバネ５０Ｇを用いている。バネ
５０Ｇは、略矩形の第１係合部５０Ｇａと、略矩形の第２係合部５０Ｇｂと、連結部５０
Ｇｃとを有しており、全体形状がＺ字状になっている。
【０１７６】
　第１係合部５０Ｇａには、ドリル３０のシャンク３２が挿通される円形の透孔５０Ｇｅ
が形成されており、その内部には同心状に円環状の磁石５０Ｇｄが装着されている。第２
係合部５０Ｇｂには、シャンク３２が挿通される細長い透孔５０Ｇｆが形成されている。
連結部５０Ｇｃには、シャンク３２が挿通される細長い透孔５０Ｇｇが形成されている。
こうして、シャンク３２がバネ５０Ｇの全体を貫通できるようにしている。
【０１７７】
　シャンク３２が、三つの透孔５０Ｇｅ、透孔５０ＧＦ及び透孔５０Ｇｇを貫通している
ことは、逆に、バネ５０Ｇがシャンク３２に係止されていることになるので、バネ５０Ｇ
は、図１８の状態で保持される。
【０１７８】
　バネ５０Ｇの第１係合部５０Ｇａは、磁石５０Ｇｄの磁気吸引力によってヘッド１１の
下面に係止・固定される。このため、バネ５０Ｇは、図１８の状態で安定して保持される
。バネ５０Ｇの第２係合部５０Ｇｂは、ガイドストッパー２０Ｂの第１端面２０ａに当接
する。
【０１７９】
　バネ５０Ｇの弾性力に抗してガイドストッパー２０Ｂが上方に移動した時は、バネ５０
Ｇは上下方向に撓み、第１係合部５０Ｇａと第２係合部５０Ｇｂの間の距離が短くなる。
外力が作用しない限り、ガイドストッパー２０Ｂは常時、バネ５０Ｇにより図１８の初期
状態に保持される。これは、上述した第１実施形態の装置１のガイドストッパー２０と同
じである。
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【０１８０】
　本実施形態で使用されているガイドストッパー２０Ｂは、上述した第３実施形態の装置
１Ｂのガイドストッパー２０Ｂと同じであるから、その説明は省略する。
【０１８１】
　バネ５０Ｇは、ガイドストッパー２０Ｂに対して係止されていてもよいし、係止されて
いなくてもよい。第２係合部５０Ｇは、ガイドストッパー２０Ｂの第１端面２０ａに接触
・押圧しているだけでよい。
【０１８２】
　本第８実施形態に係る歯科用インプラント埋設穴形成補助装置１Ｇは、上述した第１実
施形態の歯科用インプラント埋設穴形成補助装置１と同じ効果が得られることが明らかで
ある。
【０１８３】
　（ガイドストッパーの変形構成例１）
　図２０は、本発明の歯科用インプラント埋設穴形成補助装置に使用可能なガイドストッ
パーとガイド部材の変形構成例を示す。
【０１８４】
　図２０（ａ）のガイドストッパー２０Ｄは、外径が相対的に大きく内部に第１透孔２１
が形成されたい円筒形の上部と、外径が相対的に小さく内部に第２透孔２２が形成された
円筒形の下部とを有している。上部の外側面２０Ｄｃ１と、下部の外側面２０Ｄｃ２は、
いずれもテーパーが付いていない、ストレートな面である。外側面２０Ｄｃ１と外側面２
０Ｄｃ２には、テーパーが付いている方がガイド溝への挿入・係合は容易であるが、必ず
しもテーパーは必要ではない。
【０１８５】
　図２０（ａ）のガイドストッパー２０Ｄは、図２０（ｂ）のガイド部材１０１Ｂと共に
使用される。ガイド部材１０１Ｂは、外径が相対的に大きく側面の一部が切欠された円筒
形の上部と、外径が相対的に小さく側面の一部が切欠された円筒形の下部とを有している
。下部には、開口量が相対的に小さい第１挿入口１０３Ｂが形成され、上部には、開口量
が相対的に大きい第２挿入口１０４Ｂが形成されている。
【０１８６】
　ガイドストッパー２０Ｄの下部の外側面２０Ｄｃ２の外径は、ガイド部材１０１Ｂの第
２挿入口１０４Ｂを通過可能であるが、第１挿入口１０３Ｂは通過できない大きさである
。このため、ガイドストッパー２０Ｄをガイド部材１０１Ｂにその側面方向から近づけて
、外側面２０Ｄｃ２を第２挿入口１０４Ｂを介してガイド溝１０２Ｂに嵌入させることが
できる。その後、ガイド溝１０２Ｂの内部で外側面２０Ｄｃ２を下降させて、ガイド部材
１０１Ｂの下部に嵌合させると、外側面２０Ｄｃ２は第１挿入口１０３Ｂを通過できない
ので、外側面２０Ｄｃ２が外れることはない。このため、ガイドストッパー２０Ｄの下部
の外側面２０Ｄｃ２は、ガイド部材１０１Ｂの下部に嵌合し、ガイドストッパー２０Ｄの
上部の外側面２０Ｄｃ１は、ガイド部材１０１Ｂの上部に嵌合する。このようにして、上
述した第１実施形態と同様の効果が得られる。
【０１８７】
　（ガイドストッパーの変形構成例２）
　図２１は、本発明の歯科用インプラント埋設穴形成補助装置に使用可能なガイドストッ
パーとガイド部材の他の変形構成例を示す。
【０１８８】
　図２１（ａ）のガイドストッパー２０Ｅは、外径が異なる四つの円筒形部分を持つ。最
上部から最下部まで順に、外側面２０Ｅｃ１、外側面２０Ｅｃ２、外側面２０Ｅｃ３、外
側面２０Ｅｃ４が形成されており、いずれもテーパーが付いていない、ストレートな面で
ある。それらの大きさは、最上部の外側面２０Ｅｃ１が最大であり、三段目の外側面２０
Ｅｃ３が最少である。二段目の外側面２０Ｅｃ２と最下部の外側面２０Ｅｃ４は、同じで
あり、外側面２０Ｅｃ１と外側面２０Ｅｃ３の間の大きさである。ガイドストッパー２０
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Ｅの内部には、一つの透孔２１Ｅがその全長にわたって形成されている。
【０１８９】
　図２１（ａ）のガイドストッパー２０Ｅは、図２１（ｂ）のガイド部材１０１Ｃと共に
使用される。ガイド部材１０１Ｃは、外径が一定であり、その側面の一部が切欠されてい
て、最下部から最上部まで順に、三つの挿入口が形成されている。すなわち、第１挿入口
１０３Ｃ、第２挿入口１０４Ｃａ、第３挿入口１０４Ｃｂが、この順に形成されている。
【０１９０】
　ガイドストッパー２０Ｅの最小サイズの外側面２０Ｅｃ３は、ガイド部材１０１Ｃの第
３挿入口１０４Ｃｂを通過可能であるので、ガイドストッパー２０Ｅをガイド部材１０１
Ｃにその側面方向から近づけて、外側面２０Ｅｃ３を第３挿入口１０４Ｃｂを介してガイ
ド溝１０２Ｃに嵌入させることができる。その後、ガイド溝１０２Ｃの内部で外側面２０
Ｅｃ２と２０Ｅｃ４を下降させて、ガイド部材１０１Ｃの下部に嵌合させると、外側面２
０Ｅｃ２と２０Ｅｃ４は第１挿入口１０３Ｃと第３挿入口１０４ＣＢを通過できないので
、外側面２０Ｅｃ２と２０Ｅｃ４が外れることはない。このため、ガイドストッパー２０
Ｅの最上部（２０Ｅｃ１）と最小サイズの外側面２０Ｅｃ３以外の部分が、ガイド部材１
０１Ｃに嵌合する。このようにして、上述した第１実施形態と同様の効果が得られる。
【０１９１】
　（第９実施形態）
　図２２は、本発明の第９実施形態に係る歯科用インプラント埋設穴形成補助装置１Ｈの
全体構成を示す。
【０１９２】
　本実施形態に係るインプラント埋設穴形成補助装置１Ｈは、ガイドストッパー２０に代
えてガイドストッパー２０Ｆが設けられており、また、円筒形のバネ５０がドリル３０の
シャンク３２ではなく、ガイドストッパー２０Ｆに形成されたバネ保持部２０Ｆａに係止
されている点を除き、上述した第１実施形態の装置１と同じ構成である。したがって、構
成が同一の部分については、同一の構成要素には同一の符号を付してその説明を省略し、
相違点のみについて説明する。
【０１９３】
　ガイドストッパー２０Ｆの中心には、全長にわたって、ドリル３０のシャンク３２が貫
通する透孔２１Ｆが形成されており、上述した第１実施形態のインプラント埋設穴形成補
助装置１のガイドストッパー２０のようにサイズの異なる第１透孔２１と第２透孔２２を
有していない。これはガイドストッパー２０Ｆでバネ５０を受ける必要がないからである
。
【０１９４】
　ガイドストッパー２０Ｆに形成されたバネ保持部２０Ｆａは、連結部２０Ｆｂによって
ガイドストッパー２０Ｆの側面に接続されている。バネ保持部２０Ｆａは、シャンク３２
に平行である。バネ保持部２０Ｆａの上端部は、バネ装着部材８０Ｃによって保持されて
いる。
【０１９５】
　バネ装着部材８０Ｃは、シャンク３２が挿通される透孔８１Ｃを有しており、透孔８１
Ｃの内側には磁石８２Ｃが内蔵されている。バネ装着部材８０Ｃは、この磁石８２Ｃの吸
引力によって、ヘッド１１の下面に固定されている。バネ装着部材８０Ｃは、バネ保持部
２０Ｆａまで延在していて、その先端に係合部８３Ｃが形成されている。バネ保持部２０
Ｆａの先端部（上端部）は、係合部８３Ｃに設けた透孔を貫通していて、係合部８３Ｃよ
り上方の箇所に止めネジ８４Ｃが設けられている。止めネジ８４Ｃが係合部８３Ｃに当接
することで、バネ保持部２０Ｆａひいてはガイドストッパー２０Ｆの落下が防止される。
【０１９６】
　バネ５０の下端は、連結部２０Ｆｂに当接して支持され、バネ５０の上端は、係合部８
３Ｃに当接して支持されている。バネ５０の弾性力に抗してガイドストッパー２０Ｆが上
方に移動した時は、バネ５０Ｂは圧縮される。外力が作用しない限り、ガイドストッパー
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２０Ｆは常時、バネ５０により図２２の初期状態に保持される。これは、上述した第１実
施形態の装置１のガイドストッパー２０と同じである。
【０１９７】
　なお、本実施形態のインプラント埋設穴形成補助装置１Ｈの使用時には、バネ保持部２
０Ｆａと連結部２０Ｆｂが、ガイド部材１０１の第１挿入口１０３と第２挿入口１０４を
通過するように位置決されるので、バネ保持部２０Ｆａと連結部２０Ｆｂによって問題は
生じない。
【０１９８】
　本第９実施形態に係る歯科用インプラント埋設穴形成補助装置１Ｈは、上述した第１実
施形態の歯科用インプラント埋設穴形成補助装置１と同じ効果が得られることが明らかで
ある。
【０１９９】
　（ガイドストッパーの変形構成例３）
　図２３は、本発明の歯科用インプラント埋設穴形成補助装置に使用可能なガイドストッ
パーのさらに他の変形構成例を示す。
【０２００】
　図２３のガイドストッパー２０Ｇは、上述した第１実施形態の歯科用インプラント埋設
穴形成補助装置１で使用されたガイドストッパー２０の鍔部２４をなくし、代わりに突起
ないし突条２４Ｇを設けたものに相当する。それ以外の構成は、ガイドストッパー２０と
同じである。
【０２０１】
　ガイドストッパー２０Ｇには、鍔部２４はないが、それと同じ位置に、円環状の小さな
突起２４Ｇが形成されているので、ガイドストッパー２０Ｇの全体がガイド溝１０２を通
り抜ける恐れはない。したがって、上述した第１実施形態と同様の効果が得られる。
【０２０２】
　（ガイドストッパーの変形構成例４）
　図２４は、本発明の歯科用インプラント埋設穴形成補助装置に使用可能なガイドストッ
パーのさらに他の変形構成例を示す。
【０２０３】
　図２４のガイドストッパー２０Ｈは、上述した第１実施形態の歯科用インプラント埋設
穴形成補助装置１で使用されたガイドストッパー２０の鍔部２４と切除面２０ｄをなくし
、代わりに、鍔部２４の位置に突起２４Ｇを設け、さらに、下端に誘導面２０Ｈｃを追加
したものに相当する。それ以外の構成は、ガイドストッパー２０と同じである。
【０２０４】
　ガイドストッパー２０Ｈには、鍔部２４はないが、それと同じ位置に、円環状の小さな
突起ないし突条２４Ｇが形成されているので、ガイドストッパー２０Ｇの全体がガイド溝
を通り抜ける恐れはない。したがって、上述した第１実施形態と同様の効果が得られる。
【０２０５】
　また、第２端面２０Ｂ及びガイド部材の第１及び第２挿入口より小さい外径を持つ誘導
面２０Ｈｃが、下端に追加されており、ガイドストッパー２０Ｈをガイド部材に嵌入する
際に誘導面２０Ｈｃを側方からガイド溝に係合する。よって、誘導面２０Ｈｃがない場合
よりも、ガイドストッパー２０Ｈの嵌入が容易になる。
【０２０６】
　さらに、誘導面２０Ｈｃの先端を骨表面に接触させることにより、ガイドストッパー２
０Ｈはストッパとして機能させることができる。すなわち、骨表面の一部を選択して、所
望の深度でインプラント埋設穴を形成することができる。この場合は、円環状の小さな突
起ないし突条２４Ｇは省略し、ガイド部材のガイド溝を通り抜けるようにする方が、所望
の深度を得るためには好都合である。
【０２０７】
　（第１０実施形態）
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　図２７は、本発明の第１０実施形態に係る歯科用インプラント埋設穴形成補助装置の要
部構成を示す。
【０２０８】
　本実施形態に係るインプラント埋設穴形成補助装置は、ガイドストッパー２０に代えて
ガイドストッパー２０Ｉが設けられている。ガイドストッパー２０Ｉは、円筒形の外側面
２０ｃを有しているが、その一部が切除されて切除面２０ｄが形成されていると共に、切
除面２０ｄに隣接する位置に突起２０Ｉａが形成されている。突起２０Ｉａの内部には、
磁石２９Ｉが埋め込まれている。それ以外の構成は、上述した第１実施形態に係る歯科用
インプラント埋設穴形成補助装置１と同じである。
【０２０９】
　本１０実施形態に係る歯科用インプラント埋設穴形成補助装置では、最初に、図２８（
ａ）に示すように、ガイドストッパー２０Ｉの切除面２０ｄのある部分を、ガイド部材１
０１Ｄの第１挿入口１０３に挿入する。この時、切除面２０ｄの向きを調節して、切除面
２０ｄが第１挿入口１０３の開口面に直交するようにする。これは、切除面２０ｄがある
部分の外形サイズが小さいため、こうすることで、第１挿入口１０３の挿通が最も容易に
なるからである。ガイドストッパー２０Ｉの切除面２０ｄがある部分の挿通動作は、ガイ
ドストッパー２０Ｉの外側面２０ｃがガイド部材１０１Ｄの内側面に当接するまで行えば
よい。
【０２１０】
　その後、図２８（ｂ）に示すように、第１挿入口１０３Ｄを通ってガイド溝１０２Ｄの
内部に入ったガイドストッパー２０Ｉを、ドリル３０の正回転方向に所定角度（例えば３
０°程度）回動させると、突起２０Ｉａがガイド部材１０１Ｄの対向する端縁に当接し、
回動が停止する。この時、突起２０Ｉａの内部に磁石２９Ｉが埋め込まれているので、突
起２０Ｉａは当該端縁に対して容易に吸着することができる。その後、その状態のままで
ドリル３０を下方に移動させることで、インプラント埋設穴を形成するプロセスを実行で
きるようになる。
【０２１１】
　（第１１実施形態）
　図２９は、本発明の第１１実施形態に係る歯科用インプラント埋設穴形成補助装置の要
部構成を示す。
【０２１２】
　本実施形態に係るインプラント埋設穴形成補助装置は、ガイドストッパー２０に代えて
ガイドストッパー２０Ｊが設けられている。ガイドストッパー２０Ｊは、円筒形の外側面
２０ｃを有しているが、その一部に係合部２５Ｊが突出形成されている。係合部２５Ｊは
、外側面２０ｃと同心の円弧状である。それ以外の構成は、上述した第１実施形態に係る
歯科用インプラント埋設穴形成補助装置１と同じである。
【０２１３】
　ガイドストッパー２０Ｊと共に使用されるガイド部材１０１Ｅは、係合部２５Ｊがほぼ
嵌合する形のガイド溝１０２Ｅを有している。
【０２１４】
　本１１実施形態に係る歯科用インプラント埋設穴形成補助装置では、まず、図２９の右
側の矢印で示すように、ガイドストッパー２０Ｊの係合部２５Ｊを第１挿入口１０３Ｅに
挿入する。この時、係合部２５Ｊの向きを調節して、係合部２５Ｊが第１挿入口１０３Ｅ
の開口面に直交するようにする。係合部２５Ｊの挿通動作は、係合部２５Ｊの外側面がガ
イド部材１０１Ｅの内側面に当接するまで行えばよい。
【０２１５】
　その後、図２９の左側の矢印で示すように、第１挿入口１０３Ｅを通ってガイド溝１０
２Ｅの内部に入った係合部２５Ｊを、ドリル３０の正回転方向に所定角度（例えば２０～
３０°程度）回動させると、係合部２５Ｊの先端がガイド部材１０１Ｅの対向する端部に
当接し、回動が停止する。その後、その状態のままでインプラント埋設穴を形成するプロ
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セスを実行できるようになる。
【０２１６】
　（第１２実施形態）
　図３０は、本発明の第１２実施形態に係る歯科用インプラント埋設穴形成補助装置１Ｋ
の全体構成を示す。
【０２１７】
　本実施形態に係るインプラント埋設穴形成補助装置１Ｋは、ガイドストッパー２０に代
えてガイドストッパー２０Ｋが設けられている。ガイドストッパー２０Ｋは、内部にバネ
５０を収容できるように、全体がガイドストッパー２０より長い円筒形になっている。ガ
イドストッパー２０Ｋは、同じく円筒形のバネ装着部材８０Ｄによってヘッド１１の下面
に装着されている。バネ装着部材８０Ｄの上端には磁石８２Ｄが固着されており、バネ装
着部材８０Ｄは、この磁石８２Ｄによる磁気吸引力によって固定されている。
【０２１８】
　ガイドストッパー２０Ｋとバネ装着部材８０Ｄは、ガイドストッパー２０Ｋの上端に形
成されたネジ部２８Ｋと、バネ装着部材８０Ｄの下端に形成されたネジ部８３Ｄとによっ
て、互いに移動可能に係合している。すなわち、ガイドストッパー２０Ｋとバネ装着部材
８０Ｄを相対的に回転させると、両者は図３０のように互いに移動可能に係合され、脱落
しない。しかし、反対方向に回転させると、ガイドストッパー２０Ｋとバネ装着部材８０
Ｄは互いに分離することができる。バネ５０は、このように分離した状態で、第１透孔２
１の内部に配置される。それ以外の構成は、上述した第１実施形態に係る歯科用インプラ
ント埋設穴形成補助装置１と同じである。
【０２１９】
　本実施形態では、バネ装着部材８０Ｄの外側面に目盛りを入れることができる、ガイド
ストッパー２０Ｋとバネ装着部材８０Ｄの分離・組立が容易である、ガイドストッパー２
０Ｋの内部にバネ５０が内蔵されて見えないため、歯科医師の操作に影響が出にくい、と
いった利点がある。
【０２２０】
　（他の変形例）
　上述した第１～第１２実施形態は、本発明を具体化した例を示すものである。したがっ
て、本発明はこの実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を外れることなく種
々の変形が可能であることは言うまでもない。
【０２２１】
　例えば、上述した実施形態では、ガイドストッパーの第１端面側に設けられた鍔部や突
起の外径をガイド溝の直径より大きくすることで、ガイドストッパーの過剰の移動を防止
しているが、本発明はこれに限定されない。前記鍔部や突起を設けずに、テーパー状の外
側面の適当な箇所でその外径をガイド溝の直径より大きくしてもよい。この場合でも、ガ
イドストッパーの過剰な移動を防止できる。また、前記鍔部や突起を設けずに、ガイドス
トッパーの過剰な移動を許容するようにしてもよい。さらに、磁石はあってもなくてもよ
い。
【０２２２】
　また、ガイドストッパーの外側面には、テーパーを付けてもよいし付けなくてもよい。
この時、一緒に使用されるガイド部材のガイド溝には、テーパーを付けてもよいし付けな
くてもよい。すなわち、ガイドストッパーの外側面にテーパーがある場合、これと一緒に
使用されるガイド部材のガイド溝には、テーパーを付けてもよいし付けなくてもよい。ま
た、ガイドストッパーの外側面にテーパーがない（ストレートである）場合、これと一緒
に使用されるガイド部材のガイド溝には、テーパーを付けてもよいし付けなくてもよい。
また、スペーサを使用せず、ドリルのシャンクにドリル固定用のドリルストッパを設けて
もよい。要は、ガイドストッパー（ひいてはドリル等の回転器具）がガイド部材のガイド
溝によって的確に案内され、且つ、インプラント埋設穴が所望の最大深度を越えないもの
であればよい。
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【０２２３】
　さらに、上述した実施形態では、使用するドリル等の回転器具として、刃部の外径がシ
ャンクより大きいものを使用しているが、刃部の外径がシャンクに等しいか、シャンクよ
り小さいものも使用可能である。この場合、ドリル等の回転器具は、刃部やシャンクに、
ガイド部材が当接する突起や突条などを有しているものを使用することも可能である。さ
らに、ガイドストッパーをハンドピースに保持できるようにして、ガイドストッパーが当
接する突起や突条などがない、刃部の外径の小さなドリル等の回転器具を使用することも
可能である。
【０２２４】
　なお、上述した実施形態では、サージカルガイドのガイド部材として、側面に挿入口を
ガイド溝を有するものを使用しているが、側面に挿入口を持たないガイド孔を有するもの
も使用可能である。
【符号の説明】
【０２２５】
１、１Ａ、１Ｂ、１Ｃ、１Ｄ、１Ｅ、１Ｆ、１Ｇ、１Ｈ、１Ｋ　インプラント埋設穴形成
補助装置
１０　ハンドピース
１１　ヘッド
１１ａ　突出部
１２　ネック
１３　給水部
１４　連結チューブ
２０　ガイドストッパー
２０ａ　第１端面
２０ｂ　第２端面
２０ｃ　外側面
２０ｄ　切除面
２０ｅ　支持面
２０Ａ　ガイドストッパー
２０Ａａ　第１端面
２０Ａｂ　第２端面
２０Ａｄ　切除面
２０Ｂ　ガイドストッパー
２０Ｂ　端面
２０Ｃ　ガイドストッパー
２０Ｄ　ガイドストッパー
２０Ｄｃ１　外側面
２０Ｄｃ２　外側面
２０Ｅ　ガイドストッパー
２０Ｅｃ１、２０Ｅｃ２、２０Ｅｃ３、２０Ｅｃ４　外側面
２０Ｆ　ガイドストッパー
２０Ｆａ　バネ保持部
２０Ｆｂ　連結部
２０Ｇ　ガイドストッパー
２０Ｈ　ガイドストッパー
２０Ｈｃ　誘導面
２１、２１Ａ、２１Ｂ、２１Ｅ、２１Ｆ　第１透孔
２２、２２Ａ　第２透孔
２３、２３Ａ　バネ受け面
２４　鍔部
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２４Ｇ　突起（突条）
２５　磁石
２５Ａ　係合部
２５Ａａ　目盛り
２５Ａｂ　外側面
２６Ａ　本体部
２７Ａ　連結部
２８Ａ　ストッパー
２８Ｋ　ネジ部
２９Ａ　止めネジ
２９Ｉ　磁石
３０　ドリル
３１　刃部
３２　シャンク
３３　支持端
４０　スペーサ
４２　磁石
５０、５０Ａ、５０Ｂ、５０Ｃ、５０Ｄ、５０Ｅ、５０Ｆ、５０Ｇ　バネ
５０Ｇａ　係合部
５０Ｇｂ　係合部
５０Ｇｃ　連結部
５０Ｇｄ　磁石
５０Ｇｅ　透孔
５０Ｇｆ　透孔
５０Ｇｇ　透孔
５１Ｃ、５１Ｄ　係止部
６０、６０Ａ　バネ固定具
６１　Ｏリング
６２　Ｏリング係止部
６３　バネ挿通孔
７０　ヘッドキャップ
７０ａ　係合部
７０ｂ　係合部
７０ｃ　連結部
７１　磁石
７２　透孔
７３　Ｏリング係止部
７４　Ｏリング
８０Ｂ、８０Ｃ、８０Ｄ　バネ装着部材
８１、８１Ｃ　透孔
８２、８２Ｃ、８２Ｄ　磁石
８３Ｃ　係合部
８３Ｄ　ネジ部
８４Ｃ　止めネジ
１００、１００Ａ、１００Ｄ、１００Ｅ　サージカルガイド
１０１、１０１Ａ、１０１Ｂ、１０１Ｃ、１０１Ｄ、１０１Ｅ　ガイド部材
１０２、１０２Ａ、１０２Ｂ、１０２Ｃ、１０２Ｄ、１０２Ｅ　ガイド溝
１０３、１０３Ａ、１０３Ｂ、１０３Ｃ、１０３Ｄ、１０３Ｅ　第１挿入口
１０４、１０４Ａ、１０４Ｂ、１０４Ｃａ　第２挿入口
１０４Ｃｂ　第３挿入口
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１０５、１０５Ａ　内側面
１０６、１０６Ａ　突出部
Ｂ　顎骨
Ｈ　インプラント埋設穴
Ｍ　粘膜
Ｘ　軸心
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